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土木・建築工事監督要綱

（目的）

この監督要綱は新潟県土木部及び港湾空港局が発注する土木・港湾工事第１条

（ ） （ 。）以下土木工事という ・建築・電気設備・機械設備工事 以下建築工事という

における監督実務を適正かつ効率的に行うため、建設工事請負基準約款（以下

「約款」という ）及び建設工事執行規程（以下「規程」という ）に定めるもの。 。

のほか必要な事項を定める。

（監督業務の分類）

監督業務は監督総括業務及び監督一般業務に分類するものとし、業務の内第２条

容は次の各号に示すとおりとする。

(1) 監督総括業務

(イ) 約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、地域振興局において は

地域整備部長 所長 建築工事の本庁工事においては本庁主務課長 以下 地、 、 （ 「

域整備部長等」という ）が必要と認め委任したものの処理。

(ロ) 約款第２条に基づく関連する２以上の工事の監督を行う場合における 工

程の調整で必要なものの処理

(ハ) 施工状況の確認及び受注者に対する指示、承諾、協議のうち重要なものの

処理

(ニ) 当該工事に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理

(ホ) 工事関係者への措置請求

(ヘ) 監督一般業務の担当者の指揮及び所要事項についての地域整備部長等 へ

の報告

(2) 監督一般業務

(イ) 工事内容の変更、一時中止または打切りの必要を認めた場合の処理

(ロ) 契約図書に基づく工事実施のための詳細図の作成、交付及び受注者が作成

した図面の承諾

(ハ) 契約図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験又は検査の実施

(ニ) 契約の履行について受注者に対する必要な指示、承諾、協議又は受注者か

らの報告書類の処理

(ホ) 監督総括業務担当者への報告

（監督員の区分及び業務等）

監督員は総括監督員及び主任監督員とする。第３条

２ 総括監督員は原則として当該工事を所掌する工務課長等（建築工事で本庁工

参考(約款等・条項等)

約款第10条第2項
（監督員）

約款第13条第1～第
2項(工事関係者に
関する措置請求)

約款第14条(工事材
料の品質及び検査
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事は主務係長等）が前条第１項第１号の監督総括業務を、また主任監督員は当

。 、該工事を所掌する担当者が同第２号の監督一般業務を担うものとする 但し

総括監督員を置かない場合は、主任監督員が監督総括業務及び監督一般 業務

を併せて行うものとする

３ 本庁請負工事の監督は総括監督員及び主任監督員を置くものとする。 但し、

技術的条件を勘案し、地域整備部長等が必要ないと認めたときは総括監督員を

置かないことができる。

４ 委任請負工事の監督は、主任監督員を置くものとする。 但し、技術的条件を

勘案し、地域整備部長等が必要と認めたときは総括監督員及び主任監督員を置

くことができる。

（監督員の任命等）

監督員の任命は地域整備部長等が、請負契約ごとに行うものとする。第４条

２ 地域整備部長等は、工事の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、前条

第２項の規定にかかわらず、所属以外の職員及び県の職員以外の者を監督員と

して任命することができる。

３ 前項において監督業務を委託する場合は、前２項に示す事項は、当該委託契

約に基づき措置されるものとする。

（受注者への通知）

前条第１項の規定に基づき監督員が定められた場合、地域整備部長等は第５条

約款第 10 条第１項に基づき受注者に通知するものとする。監督員を変更した

ときも同様とする。

（監督の技術的基準）

監督員が監督を行うにあたって必要とする技術的な基準は別に定めると第６条

ころによる。

（検査時の対応）

監督員は約款第 32 条及び第 50 条に基づく検査については立会し、工事第７条

の進捗状況及び受注者に行った指示、承諾、協議等の経過について検査職員

に報告するものとする。

付 則

この要綱は平成 24 年４月１日から適用する。

参考(約款等・条項等)

(様式ｰ1)

別途(土木工事監督
技術基準)

約款第32条(検査及
び引き渡し)

約款第50条(臨時検
査)

約款第51条(監督又
は検査の委託)
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土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 

 

 

  (目的)                                                                       

第１条 この技術基準は、土木・建築工事監督要綱第６条に基づいて、新潟県土木部が発 

注する請負契約に係る監督の技術的基準を定めることにより監督業務の適切な実 

施を図ることを目的とする。         

                                                                                

 （用語の定義）                                                                 

 第２条                                                                         

   (1)｢監督｣･････････  契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事  

             施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保す 

                      る業務をいう。                                           

   (2)｢監督員｣･･･････  総括監督員及び主任監督員を総称していう。  

   (3)｢監督の方法｣････  監督行為（指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会い、把握） 

を総称していう。  

     ①指  示････････   監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面に 

より示し、実施させることをいう。  

     ②承  諾････････   契約図書で明示した事項について、受注者が監督員に対し書面で 

申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により 

同意することをいう。   

     ③協  議････････  書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等 

                     の立場で合議し結論を得ることをいう。 

     ④通  知････････  監督員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面 

                     により知らせることをいう。                       

     ⑤受  理････････  契約図書に基づき受注者の責任において監督員に提出された書面 

を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。 

    ⑥確  認････････ 契約図書に示された事項について、監督等が臨場もしくは関係資料 

  により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

    ⑦把  握････････ 監督員等が臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料により施 

                   工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書 

                   との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるも 

                   のではない。  

    ⑧立会い････････ 契約図書に示された項目について、監督員等が臨場により、その内容 

           について契約図書との適合を確かめることをいう。 
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  （監督の実施）                                                               

   第３条  監督員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施する 

     ものとする。  

     なお、関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。  

   約款・・・・・・・建設工事請負基準約款     

    標仕・・・・・・・土木工事標準仕様書  

     適正化法・・・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律  

     適正化指針・・・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

項      目 

 

業 務 内 容 

 

関連図書及び条項 

1.契約の履行の確保 

 

 (1) 契約図書の内容 

   の把握 

 

 

 

 (2) 施工計画書の受理 

    

 

 

 

 

(3) 施工体制の把握 

 

 

 

  

 

 

(4) 約款及び設計図書に 

   基づく指示、承諾、 

   協議、受理等 

 

 

 

請負契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場

説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行上必要

な事項について把握する。 

 

 

  受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概

要を把握する。 

受注者から施工計画書の提出の省略を求められた場合、

別紙―１により省略の可否について判断する。 

 

 

 「県発注工事における適正な施工体制の確保等につい

て」（平成13年８月31日付け、監第2573号）、「施工体制

等確認要領」（制定平成13 年８月31 日伺定）により現場

における施工体制の把握を行う。 

 

 

 

  約款及び設計図書に示された指示、承諾、協議（詳細図

の作成を含む）及び受理等について、必要により現場状況

を把握し、適切に行う。 

上記指示、承諾、協議等の書面を作成する。 

（約款第１条第３項に係るものは不要） 

 

 

標仕第1編1-1-1-3 

 

 

 

 

標仕第1編1-1-1-5 

 

 

 

 

 

適正化法 第14条 

 

 

適正化指針 ４．（３） 

 

 

 

約款第 10条 

（監督員） 

標仕第1編1-1-1-7 

（様式－３） 
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  (5)  条件変更に関する 

   確認、調査、検討、 

   通知 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) 変更設計図面及び 

   数量等の作成 

 

 

 (7) 関連工事との調整 

    

 

 

 

 (8) 工程把握及び工事 

   促進指示 

 

 

 (9) 工期変更協議の対象 

の確認  

 

① 約款第19条第１項の第１号から第５号までの事実を

発見したとき、又は受注者から事実の確認を請求された

ときは、直ちに調査を行い、その内容を 確認し検討のう

え、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を

定める。ただし、特に重要な変更等が伴う場合は、あら

かじめ地域整備部長等に報告する。 

②  前項の調査結果を受注者に通知（指示する必要があ

るときは、当該指示を含む）する。 

 

  

  一般的な変更設計図面及び数量について、受注者から

の確認資料等をもとに作成する。 

 

  

 関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合は、

必要に応じて施工について調整し、必要事項を受注者に

対し指示を行う。 

 

  

 受注者からの履行状況報告に基づき工程を把握し、必要

に応じて工事促進の指示を行う。 

 

 

約款第16条第７項、第18条第１項、第19条第６項、第

20 条、第21条第４項、第22条、第23 条第１項及び第

40 条第２項の規定に基づく工期変更について、協議及び

その結果を確認し、地域整備部長等へ報告する。 

 

約款第 19 条 

（条件変更等） 

標仕第1編1-1-1-3 

 

 

 

約款  第 19 条 

 

 

 

約款  第 19 条 

標仕第1編1-1-1-16 

 

 

約款  第 ２ 条 

（関連工事の調整） 

標仕第1編1-1-1-13 

 

 

約款  第 12 条 

（履行報告） 

標仕第1編1-1-1-30 

 

標仕第1編1-1-1-17 

約款第16条（支給材料及び貸与品） 

約款第18条（設計図書不適合の場合

の改造義務、破壊検査等） 

約款第19条（条件変更等） 

約款第20条（設計図書の変更） 

約款第21条（工事の中止） 

約款第22条（受注者の請求による工

期の延長） 

約款第23条（発注者の請求による工

期の短縮等）（様式－２） 

約款第40条（前払金等の不払いに対

する工事中止） 

 



11 
 

                                                                            

 

 

(10) 地域整備部長等へ    

の報告 

 

  1)  工事の中止及び 

    工期の延長の検討 

    及び報告 

 

 

 

 

 

   2)  一般的な工事目 

    的物等の損害の調 

    査及び報告 

 

 

 

  3)  不可抗力による 

    損害の調査及び報 

  告 

 

 

 

 

 

 

  4)  第三者に及ぼした 

    損害の調査及び報告 

     

 

 

 

  5) 部分使用の確認 

    及び報告 

 

 

 

 

 

①  工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要

があると認められるときは、中止期間を検討し、地域整

備部長等へ報告する。 

 

②  受注者から工期延長の申し出があった場合は、その

理由を検討し契約担当官等へ報告する。 

 

 

  工事目的物等の損害について、受注者から通知を受け

た場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の

責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、地域整

備部長等へ報告する。 

 

 

①  天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害につ

いて、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害

の状況等を調査し確認結果を地域整備部長等へ報告す

る。 

 

② 損害額の負担請求内容を審査し、地域整備部長等へ

報告する。 

 

 

  工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、そ

の原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償し

なければならないと認められる場合は、地域整備部長等

へ報告する。 

 

 

  部分使用を行う場合の品質及び出来形の確認を行い、

地域整備部長等へ報告する。 

 

 

 

 

約款  第 21 条 

（工事の中止） 

標仕第1編1-1-1-17 

 

約款  第 22 条 

（受注者の請求による工期の延長） 

 

 

約款  第 28 条 

（一般的損害） 

 

 

 

 

約款  第 30 条 

（不可抗力による損害） 

標仕第1編1-1-1-45 

 

 

約款  第 30条 

 

 

 

約款 第29 条 

（第三者に及ぼした損害） 

 

 

 

 

約款 第 34 条 

（部分使用） 

標仕第1編1-1-1-28 
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  6)  中間前金払請求 

    時の履行状況の 

    調査・認定 

 

  7)  部分払請求時の 

    出来形の審査及び 

    報告 

 

 

  8)  工事関係者に関 

    する措置請求 

 

 

 

 

 

  9)  契約解除に関す 

    る必要書類の作成 

    及び措置請求又は 

    報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.施工状況の確認等 

 

 (1) 事前調査等 

 

 

 

 

 

 

  中間前金払の請求があった場合は、履行状況報告書に

基づき調査を実施し、認定調書を受注者に交付する。 

 

 

  部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳表の審

査及び既成部分出来高対照表の作成を行い、地域整備部

長等へ報告する。 

 

 

  現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認

められる場合及び主任技術者若しくは監理技術者又は専

門技術者下請負人等が工事の施工又は管理につき著しく

不適当と認められる場合は、地域整備部長等への措置請

求を行う。 

 

 

①  約款第45条第1 項及び第46条第1 項に基づき契約

を解除する必要があると認められる場合は、地域整備部

長等に対して措置請求を行う。 

 

 

②  受注者から契約の解除の通知をうけたときは、契約

解除要件を確認し、地域整備部長等へ報告する。 

 

③ 契約が解除された場合は、既成部分出来形の調査及

び出来高対照表の作成を行い、地域整備部長等へ報告す

る。 

 

 

 

下記の事前調査業務を必要に応じて行う。 

 

①工事基準点の指示 

 

②既設構造物の把握 

 

約款 第 35 条 

（前金払） 

標仕第1編1-1-1-26 

 

約款 第 38 条 

（部分払） 

標仕第1編1-1-1-26 

 

 

約款 第 13 条 

（工事関係者に関する措置請求） 

 

 

 

 

 

約款 第 46 条 

（発注者の任意解除権） 

約款 第 47 条 

（受注者の解除権） 

 

約款 第 48 条 

（解除に伴う措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

標仕第1編1-1-1-3 
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(2) 指定材料の確認 

 

 

 

 

 

 

(3) 品質証明 

 

 

 

 

 

(4) 工事施工の立会 

   い(確認も含む) 

 

 

 

 (5) 工事施工状況の 

   確認（段階確認） 

 

 

 (6) 工事施工状況の 

   把握 

 

 

 

③支給（貸与）品の確認 

 

④事業損失防止家屋調査結果の確認又は 

立会い 

 

⑤受注者が行う官公庁等への届出の把握 

 

⑥工事区域用地の把握 

 

⑦その他必要な事項 

 

 別表１及び設計図書において指定された工事材料につ

いて、見本または品質を証明する資料を、工事材料を使

用するまでに確認する。 

 

 

 

 

① 品質証明員が工事施工途中において必要と認める時

期及び検査の事前に品質確認を行い、検査時にその結果

を所定の様式により提出する。別紙－３ 

 

② 品質証明員届の提出。別紙－４ 

 

 

設計図書において、監督職員の立会いのうえ施工するも

のと指定された工種において、設計図書の規定に基づき

立会いを行う。 

 

 

 設計図書に示された施工段階において別表２に基づ

き、臨場等により確認を行う。 

   

 

 主要な工種について、別表３に基づき適宜臨場等によ

り把握を行う。 

 

 

標仕第1編1-1-1-18 

 

 

 

 

標仕第1編1-1-1-41 

 

約款 第 17 条 

（工事用地の確保等） 

標仕第1編1-1-1-9 

 

約款第 14 条（工事材料の品質及び

検査等） 

約款第 15 条（監督員の立会い及び

工事記録の整備等） 

標仕第1編1-1-1-21 

（様式－５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

約款 第  15条 

（監督員の立会い及び工事記録の

整備等） 

標仕第1編1-1-1-21 

 

標仕第1編1-1-1-22 

（様式―６） 

 

 

（様式―７） 
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 (7) 建設副産物の適    正

処理状況等の把握 

 

 

 

 

 

 

 (8) 改造請求及 

   び破壊による確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) 支給材料及び貸 

   与品の検査、引渡 

   し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃棄物管理

票（マニフェスト）等により、適正に処理されているか

把握する。 

 また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事

にあっては、受注者が作成する再生資源利用計画書及び

再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況

を把握する。  

 

①  工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見

した場合で、必要があると認められるときは、改善の指

示又は改造請求を行う。 

 

②  約款第 14 条第２項若しくは第 15 条第１項から第３

項までの規定に違反した場合、又は工事の施工部分が設

計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合

において、必要があると認められる場合は、工事の施工

部分を破壊して確認する。 

 

 

 

①  設計図書に定められた支給材料及び貸与品について

は、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に

基づき検査し、引渡しを行う。 

 

②  前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設

計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認

められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品

を契約担当官等と打ち合わせのうえ引渡し等の措置をと

る。 

 

 

 

標仕第1編1-1-1-20 

 

 

 

 

 

 

 

約款 第  18 条 

（計画図書不適合の場合の 

改造義務、破壊検査等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約款 第  16条 

（支給材料及び貸与品） 

標仕第1編1-1-1-18 
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3. 円滑な施工の確保 

 

 (1) 地元対応 

 

 

 (2) 関係機関との協 

   議・調整 

 

4. その他 

 

 (1) 現場発生品の処 

   理 

 

 

 (2) 臨機の措置 

 

 

                               

(3) 事故等に対する 

   措置 

 

 (4) 工事成績の評定 

 

 

 

 (5) 工事完成検査等 

   の立会 

 

 

 (6) 検査日の通知 

 

 

 

  地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必

要な措置を行う。      

 

  工事に関して、関係機関との協議・調整等における必

要な措置を行う。                                                           

 

 

 

工事現場における発生品について、規格、数量等を確認

しその処理方法について指示する。 

 

  

 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認める

ときは、受注者に対し臨機の措置を求める。 

 

 

  事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、所長

等及び県担当課に報告する。 

 

  総括監督員及び主任監督員は、工事完成のとき土木部

請負工事成績評定実施要領に基づき工事成績の評定を行

う。 

 

  原則として総括監督員、主任監督員は工事の完成、既

成部分、臨時検査の各段階において工事の検査に立会い

を行う。 

 

  工事検査に先立って、受注者に対して検査実施日を通

知する。 

 

 

 

標仕第1編1-1-1-41 

 

 

標仕第1編1-1-1-41 

 

 

 

 

標仕第1編1-1-1-19 

              

                           

 

約款  第 27 条  

（臨機の措置） 

 

 

標仕第1編1-1-1-35 

 

 

 

 

 

 

標仕第1編1-1-1-25 

標仕第1編1-1-1-26 

標仕第1編1-1-1-27 

 

標仕第1編1-1-1-25 
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別表１ 

指定材料の品質確認一覧 

区 分 確 認 材 料 名 摘           要 

 

鋼 
 
 

材 

構造用圧延鋼材  

プレストレストコンクリート用鋼材 

（ポストテンション） 
 

鋼製ぐい及び鋼矢板 任意の仮設材は除く 

  

セメント

及び混和

材 

セメント JISマーク表示品以外 

混和材料 JISマーク表示品以外 

セメント

コンクリ

ート製品 
セメントコンクリート製品一般 

製造管理技術委員会認定以外 

県土木部承認以外 

県農地部指定以外 

JISマーク表示品以外 

コンクリート杭、コンクリート矢板 JISマーク表示品以外 

塗 料 塗料一般  

そ

の

他 

レディーミクストコンクリート JISマーク表示品以外 

アスファルト混合物 事前審査制度の認定混合物を除く 

場所打ち杭用 

レディーミクストコンクリート 
JISマーク表示品以外 

薬液注入剤  

種子・肥料  

薬剤  

かごマット 鋼線籠型護岸の設計・施工技術基準(案） 

袋型根固め用袋材  

河川護岸用吸い出し防止材（シート） 引張強度9.8kN/ｍ以上 

遮水シートＢ  

現場発生品  

（注）１ 本表で日本下水道協会規格（JSWAS）製品はJISマーク表示品に準じて扱う。 

   ２ 上表のほか特殊な製品等は設計図書において指定し、確認すること。 

（監督行為：受注者の提出した見本または品質を証明する資料を、工事材料を使用するまでに、監督員が確認する。） 
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別表２（１）  段 階 確 認 ・ 臨 時 検 査 一 覧 （一般土木工事） 

                                               一般：一般監督                    

重点：重点監督 

                                                       １／７ 

種別 細別 
段階確認 

臨時検査 
確認時期 確認項目 確認の程度 

指定仮設工  設置完了時 使用材料、高さ、

幅、長さ、深さ等 

１回／１工事  

河川土工(掘削工) 

海岸土工(掘削工) 

砂防土工(掘削工) 

道路土工(掘削工) 

 土（岩）質の変化

した時 

土（岩）質、 

変化位置 

１回／土（岩）質の

変化毎 

 

道路土工 

(路床盛土工) 

 

舗装工 

(下層路盤） 

 路床盛土工 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施

時 

下層路盤(100m2以

上) 

完了時※１ 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施

状況 

 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施

状況 

使用材料、基準高、

幅、延長、施工厚

さ 

１回／１工事 

 

 

１回／１工区（臨時

検査実施工区を除

く） 

下層路盤(100m2以上) 

・完了時(河川の管理用通

路等、道路法が適用され

ず附帯的な工事は対象

外)１回／１工事 

舗装工 

(上層路盤) 

 上層路盤(100m2以

上の舗装単独工

事)完了時※１ 

使用材料、幅、延

長、施工厚さ 

１回／１工区（臨時

検査実施工区を除

く） 

上層路盤(100m2 以上の

舗装単独工事) 

・完了時(河川の管理用通

路等、道路法が適用され

ず附帯的な工事は対象

外）１回／１工事 

安定処理工 表層混合処理 

路床安定処理 

処理完了時※１ 使用材料、基準高、

幅、延長、施工厚

さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／100ｍ 

・完了時 

(完成時に上物が構築さ

れ不可視となるもの) 

置換  掘削完了時 使用材料、幅、 

延長、置換厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：1回／100ｍ 

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ  処理完了時※１ 使用材料、幅、 

延長、施工厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／100ｍ 

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 

袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ等 

施工時 

 

使用材料、 

打込長さ 

一般：１回／200本 

重点：１回／100本 

・地盤改良工完了時 

(完成時に上物が構築さ

れ不可視となるもの) 施工完了時※１ 施工位置、杭径 一般：１回／200本 

重点：１回／100本 

締固め改良工 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 施工時 使用材料、 

打込長さ 

一般：１回／200本 

重点：１回／100本 

・地盤改良工完了時 

(完成時に上物が構築さ

れ不可視となるもの) 施工完了時※１ 基準高、施工位置、

杭径 

一般：１回／200本 

重点：１回／100本 

固結工 粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ撹拌 

生石灰ﾊﾟｲﾙ 

施工時 使用材料、深度 一般：１回／200本 

重点：１回／100本 

・地盤改良工完了時 

(完成時に上物が構築さ

れ不可視となるもの) 施工完了時※１ 基準高、 

位置・間隔、杭径 

一般：１回／200本 

重点：１回／100本 

薬液注入 施工時 使用材料、深度、

注入量 

一般：１回／20本 

重点：１回／10本 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

２／７ 

種別 細別 
段階確認 

臨時検査 
確認時期 確認項目 確認の程度 

矢板工 

(任意仮設を除く) 

鋼矢板 打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／150枚 

重点：１回／100枚 

・矢板工完了時 

（笠コンの設置で基準

高、変位の確認が出来な

いものに限る） 

打込完了時※１ 基準高、変位 

鋼管矢板 打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／75本 

重点：１回／50本 打込完了時※１ 基準高、変位 

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否、 

杭の支持力 

試験杭＋ 

一般：１回／10本 

重点：１回／５本 

・杭工完了時 

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

打込完了時(打込杭)

※１ 

基準高、偏心量、

傾斜 

試験杭＋ 

一般：１回／10本 

重点：１回／５本 掘削完了時(中堀

杭) 

掘削長さ、杭の先

端土質 

施工完了時(中堀杭)

※１ 

基準高、偏心量、

傾斜 

杭頭処理完了時※

１ 

杭頭処理状況 一般：１回／10本 

重点：１回／５本 

場所打杭工 ﾘﾊﾞｰｽ杭 

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭 

大口径杭 

掘削完了時 掘削長さ、傾斜 

支持地盤 

試験杭＋ 

一般：１回／10本 

重点：１回／５本 

・杭工完了時 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

一般:30％程度/１構

造物 

重点:60％程度/１構

造物 

施工完了時※１ 基準高、偏心量、

杭径 

試験杭＋ 

一般：１回／10本 

重点：１回／５本 

杭頭処理完了時※

１ 

杭頭処理状況 一般：１回／10本 

重点：１回／５本 

深礎工  

 

土(岩)質の変化した

時 

土(岩)質、変化位

置 

１回／土(岩)質の変

化毎 

・深礎杭完了時 

掘削完了時 長さ、支持地盤、

傾斜 

一般：１回／３本 

重点：全数 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

１回／１本 

施工完了時※１ 基準高、偏心量、

径 

一般：１回／３本 

重点：全数 

グラウト注入時 使用材料、使用量 一般：１回／３本 

重点：全数 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

３／７ 

種別 細別 
段階確認 

臨時検査 
確認時期 確認項目 確認の程度 

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 

 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎

工 

 鉄沓据え付け完了

時 

使用材料、施工位

置 

１回／１構造物 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 

・本体設置前、基礎工完

了時 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 

・掘削完了時、基礎工完

了時 

本体設置前(ｵｰﾌﾟﾝ

ｹｰｿﾝ)※１ 

支持層 

掘削完了時※１ 

(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ) 

土(岩)質の変化し

た時 

土(岩)質、変化位

置 

１回／土(岩)質の

変化毎 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

１回／１ロット  

鋼管矢板基礎工 

 

 

 

打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否、支

持力 

試験杭＋ 

一般：１回／10本 

重点：１回／５本 

・矢板工完了時 

打込完了時※１ 基準高、偏心量 

杭頭処理完了時※

１ 

杭頭処理状況 一般：１回／10本 

重点：１回／５本 

鋼管井筒基礎工     ・基礎工完了時 

控工(ﾀｲﾛｯﾄﾞ等)  港湾工事監督技術

基準控工による 

  ・控工完了時 

置換工 

(重要構造物) 

 

 

掘削完了時 使用材料、幅、延

長、置換厚さ、支

持地盤 

１回／１構造物  

築堤・護岸工  法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線  

砂防堰堤  法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線  

護岸工 法覆工（覆土施工

がある場合） 

覆土前※１ 設計図書との対比

（不可視部分の出

来形） 

１回／１工区 ・覆土前１回／１工事 

護岸工 埋戻し前※１ 

 

設計図書との対比 

（不可視部分の出

来形） 

１回／１工区 ・埋戻し前（直高 5.0m

を超える積工、岩着等、

地盤の確認が必要な護岸

を対象）１回／１工事 

基礎工、根固工、 

落差工 

設置完了時※１ 

 

設計図書との対比 

（不可視部分の出

来形） 

１回／１工区 根固工、落差工 

・設置完了時(水没等、完

成時に確認出来ない場合

に限る)１回／１工事 

ﾌﾞﾛｯｸ工     ・ﾌﾞﾛｯｸ据付前 (製作個数

10個以上を対象とし、全

数製作前に据付を開始す

る場合で、海中据付等で

不可視となる場合は全

数、その他の場合は全数

の50％以上を対象） 

法面工     ・足場撤去前 

塗装工     ・足場撤去前 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

４／７ 

種別 細別 
段階確認 

臨時検査 
確認時期 確認項目 確認の程度 

材料(JIS製品以外

で構造物に重要な

材料） 

    ・製品設置前 

重要構造物 

函渠工 

(樋門・樋管含む) 

躯体工（橋台） 

ＲＣ躯体工（橋脚） 

橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工 

ＲＣ擁壁 

砂防堰堤 

堰本体工 

排水機場本体工 

水門工 

共同溝本体工 

 土(岩)質の変化した

時 

土(岩)質、変化位

置 

１回／土(岩)質

の変化毎 

砂防堰堤(鋼製,ｺﾝｸﾘｰﾄ） 

・最大断面のｺﾝｸﾘｰﾄ打設前 

橋脚工(流芯部） 

・仮桟橋撤去前 

橋台・橋脚(H=5.0m以上or 

 橋長15.0m以上) 

・躯体埋戻前 

水門・樋門、堰、排水機場 

・工場製作の仮組完了時 

・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ完了後 

函渠工(内空25m2以上) 

・背面埋戻前 

床堀掘削完了時 支持地盤 

（直接基礎） 

１回／１構造物 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

一般: 30％程度/

１構造物 

重点: 60％程度/

１構造物 

埋戻し前※１ 

 

設計図書との対比

（不可視部分の出

来形） 

１回／１構造物

（臨時検査対象

構造物を除く） 

ｹｰｿﾝ工  港湾工事監督技術

基準ｹｰｿﾝ工による 

  ・製作完了後、据付後 

ｾﾙﾗｰ工     ・製作完了後、据付後 

捨石工  港湾工事監督技術

基準基礎工による 

  ・均し完了後 

集水井 

(地すべり) 

    ・集水井掘削完了後 

(全井筒) 

集水井内 

集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

 集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ完了

時※１ 

削工深さ、配置誤

差、せん孔方向 

１回／１群(全孔

の30%程度) 

・集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ完了後 

１回／１工事 

躯体工 

ＲＣ躯体工 

 沓座の位置決定時 沓座の位置 １回／１構造物 

 

 

床版工  鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

一般: 30％程度/

１構造物 

重点: 60％程度/

１構造物 

・橋面防水工実施前 

 

鋼橋  仮組立て完了時

(仮組立てが省略

となる場合を除

く)※１ 

キャンバ－、 

寸法等 

一般：なし 

重点：１回／１構

造物 

鋼橋上部工、支承工 

・工場仮組立、現場架設後 

 

工場塗装完了時

(仮組立てが省略

となる場合を除

く） 

塗装検査 

 

一般：なし 

重点：１回／１構

造物 

工場塗装完了時

(仮組立てが省略

となる場合） 

X線フィルム検査、 

超音波探傷試験、 

塗装検査 

一般：なし 

重点：１回／１構

造物 

工場製作鋼材材料

確認結果提出後工

場製作着手前 

代表的な鋼板の現

物照合 

一般：なし 

重点：１回／１構

造物 

仮組立がある場合はX線フィルム検査、超音波探傷試験を仮

組完了時に確認する 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

５／７ 

種別 細別 
段階確認 

臨時検査 
確認時期 確認項目 確認の程度 

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T(I)桁 

製作工 

ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ 

桁組立工 

PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 

PC版桁製作工 

PC箱桁製作工 

PC片持箱桁 

製作工 

PC押出し箱桁 

製作工、 

床版・横組工 

 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ導入完了

時 

横締め作業完了時 

設計図書との対比 一般: 5%程度/総ケ

ーブル数 

重点:10%程度/総

ケーブル数 

桁(JIS製品を除く) 

・工場、現場製作後 

支承（大型・特殊） 

・工場、現場製作後 

 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ導入完了

時 

縦締め作業完了時 

設計図書との対比 一般:10%程度/総

ケーブル数 

重点:20%程度/総

ケーブル数 

ＰＣ鋼線・鉄筋組

立完了時(工場製

作除く) 

使用材料、 

設計図書との対比 

一般: 30％程度/

１構造物 

重点: 60％程度/

１構造物 

ﾄﾝﾈﾙ掘削工  土(岩)質の変化し

た時 

土(岩)質、変化位

置 

１回／土(岩)質の

変化毎 

 

ﾄﾝﾈﾙ支保工  支保工完了時 ※

１ 

（支保工変化毎） 

 

吹き付けｺﾝｸﾘｰﾄ

厚、 

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打ち込み

本数及び長さ 

１回／支保工変更

毎 

・支保工(吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ後）

完了時 

１回／１工事（年度） 

ﾄﾝﾈﾙ覆工  ｺﾝｸﾘｰﾄ打込み前 巻立空間 一般：１回／構造

の変化毎 

重点：３打設毎又

は１回／構造の変

化毎の頻度の多い

方 

※重点監督：地山

等級がD,Eのもの 

・覆工完了時 

１回／１工事（年度） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打込み後※

１ 

出来形寸法 １回／200ｍ以上

臨場により確認 

ﾄﾝﾈﾙｲﾝﾊﾞｰﾄ工  鉄筋組立て完了時 設計図書との対比 １回／構造の変化

毎 

・ｲﾝﾊﾞｰﾄ工完了時 

１回／１工事(年度） 

軟弱地盤盛土工     ・完了時 

塗装     ・足場撤去前 

雪崩予防柵、ｽﾉｰｼ

ｪｯﾄﾞ 

    ・工場製作完了時 

橋梁修繕     ・足場撤去前 

ﾄﾝﾈﾙ補修工     ・足場撤去前 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

６／７ 

種別 細別 
段階確認 

臨時検査 
確認時期 確認項目 確認の程度 

鋼板巻立て工 

 

 

 

フーチング定着ア

ンカー穿孔工 

フーチング定着ア

ンカー穿孔完了時 

削孔長、径、間隔、

孔内状況 

１回／１構造物 ・足場撤去前 

鋼板取付け工、固

定アンカー工 

鋼板建込み固定ア

ンカー完了時 

施工図との照合、

材片の組合せ精度 

１回／１構造物 

現場溶接工 溶接前 仮付け溶接前の開

先面の清掃と乾燥

状況・材片の組合

せ状況、 

仮付け溶接の寸

法・外観状況 

１回／１構造物 

溶接完了時 溶接部の外観状況 

現場塗装工 塗装前 鋼板面の素地調整

状況 

１回／１構造物 

塗装完了時※１ 外観状況 

管渠開削 

 

 

 

埋戻し前 

 

不可視部分の出来

形 

(基準高、中心線偏

位) 

１回／1ｽﾊﾟﾝ 

（ﾏﾝﾎｰﾙ間） 

・施設毎に別途定める 

管渠推進 

 

 

 

推進中 基準高、中心線偏

位 

一般：１回／1ｽﾊﾟﾝ 

重点：１回／50m 

・施設毎に別途定める 

終末処理場  施設毎に別途定め

る 

 ・施設毎に別途定める 

ﾎﾟﾝﾌﾟ場の 

土木施設 

 施設毎に別途定め

る 

 ・施設毎に別途定める 

共同溝 電線共同溝   ・埋戻前 

 １回／工事 

ダム工 各工事で別途定め

る 

各工事で別途定め

る 

各工事で別途定める 本体工 

・年度別工事の打設ま

たは盛立完了時 

取水設備・放流設備 

・工場製作（仮組完了

時）、現地設置後 

監査廊工(ﾌｨﾙﾀﾞﾑ) 

・監査廊設置後 

その他 各工事で別途定め

る 

各工事で別途定め

る 

各工事で別途定める 上記に類する工種、発

注者が指定する工種及

び降雪等により、完成

時に現場確認が困難な

工事 
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７／７ 

 

※１ 臨時検査を実施する場合は、臨時検査を実施する部分（回数、工区）の段階確認を省略することができる。 

※２ 応急工事等、進捗を急ぐ必要がある工事については、検査職員の了解を得て臨時検査を監督員の段階確認とすることができる。 

※３ 危険箇所、狭隘な場所、応急工事等、現地計測・目視確認が困難な場合は、臨時検査・段階確認を書類、写真、遠隔カメラ等

を用いた机上検査・机上確認とすることが出来る。 

※４ １ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリ－ト打込み毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）毎とする。  

※５ ・一般監督：重点監督以外の工事                                                                 

   ・重点監督：下記の工事                                                                         

      イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事                                                

      ロ 施工条件が厳しい工事                                                                  

      ハ 第三者に対する影響のある工事                                                         

      ニ その他          
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別表２（２）  段 階 確 認 ・ 臨 時 検 査 一 覧 （港湾工事） 

一般：一般監督 

重点：重点監督 

１／１ 

種別 細別 
段階確認 

臨時検査 
確認時期 確認項目 確認の程度 

床堀工 

 

 構造物設置前 

床堀完了時 

床堀区域の水深（底

面、法面） 

適宜  

基礎工 

 

均し 均し完了時※１ 延長、天端幅、 

均し面高さ出来形図 

１回／１工事 ・均し完了後 

ｹｰｿﾝ工  鉄筋組立完了時 施工状況の適否（設

計図との対比、継手

構造、品質等）、使用

材料 

20％程度 ・製作完了後、据付後 

ｾﾙﾗｰ工     ・製作完了後、据付後 

ﾌﾞﾛｯｸ工  ﾌﾞﾛｯｸ製作、据付工

の個数10個未満の

場合 

ﾌﾞﾛｯｸ据付前 

使用材料、設計図書

との対比 

１回／１工事 ﾌﾞﾛｯｸ据付前 (製作個数10個

以上を対象とし、全数製作前

に据付を開始する場合で、海

中据付等で不可視の場合は

全数、その他の場合は全数の

50％以上を対象） 

裏込工 均し 防砂シート等敷設

完了時 

均し完了時※１ 

延長、天端幅、 

均し面高さ出来形図 

１回／１工事 ・裏込工完了時 

裏埋工  （埋戻し前） 

裏埋完了時 

地盤高、使用材料 適宜  

汚濁防止膜工 

 

 設置完了時 

 

使用材料、施工状況

の適否（構造図との

対比） 

１回／1工事  

控工 タイ材 定着ナットと締め

付け状況 

締め付け状況 １回／１工事 控工完了時 

舗装工（エプロン、

コンテナヤード

等） 

下層路盤 下層路盤(100m2 以

上)完了時※１ 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状

況 

使用材料、基準高、

幅、延長、施工厚さ 

１回／１工区（臨時検

査実施工区を除く） 

下層路盤(100m2以上) 

・完了時 

１回／１工事 

上層路盤 上層路盤(100m2 以

上の舗装単独工

事)完了時※１ 

使用材料、基準高、

幅、延長、施工厚さ 

１回／１工区（臨時検

査実施工区を除く） 

上層路盤(100m2 以上の舗装

単独工事) 

・完了時 

１回／１工事 

※１ 臨時検査を実施する場合は、臨時検査を実施する部分（回数、工区）の段階確認を省略することができる。 

※２ 応急工事等、進捗を急ぐ必要がある工事については、検査職員の了解を得て臨時検査を監督員の段階確認とすることができる。 

※３ 危険箇所、狭隘な場所、応急工事等、現地計測・目視確認が困難な場合は、臨時検査・段階確認を書類、写真、遠隔カメラ等を

用いた机上検査・机上確認とすることが出来る。 

※４ ・一般監督：重点監督以外の工事                                                                 

   ・重点監督：下記の工事                                                                         

      イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事                                                

      ロ 施工条件が厳しい工事                                                                  

      ハ 第三者に対する影響のある工事                                                         

      ニ その他         
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施 工 状 況 把 握 一 覧別表３
一 般 ： 一 般 監 督
重 点 ： 重 点 監 督

１／２

種 別 細 別 施 工 時 期 把 握 項 目 把 握 の 程 度

ｵｰ ﾝｹｰｿﾝ基礎工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物プ
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ 打込み順序、天候、気温 重点：１回／１ロット

基礎工
深礎工

場所打杭工 ﾘﾊﾞ-ｽ杭 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
ｵ-ﾙｹ-ｼﾝｸﾞ杭 打込み順序、天候、気温 重点：１回／１ロット
ｱ-ｽﾄﾞﾘﾙ杭
大口径杭

重要構造物 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
函渠工 打込み順序、天候、気温 重点：１回／１ロット
(樋門・樋管を含

む)

躯体工
（橋台）

ＲＣ躯体工
（橋脚）

橋脚ﾌｰﾁﾝ 工グ
ＲＣ擁壁
砂防えん堤
堰本体工
排水機場本体

工

水門工
共同溝本体工

床版工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
打込み順序、天候、気温 重点：１回／１ロット

ｽﾄﾃﾝｼｮﾝT(I)桁 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物ポ
製作工 （工場製作を除く） 打込み順序、天候、気温 重点：１回／１ロット

ﾚ ｰﾑ 桁製作工プ ビ
PCﾎﾛｰｽﾗ 製作工ブ
PC版桁製作工
PC箱桁製作工
PC片持箱桁

製作工
PC押出し箱桁

製作工

トンネル工 施工時（支保工変更毎） 施工状況 一般：１回／支保工変更毎
重点：１回／支保工変更毎

ただし、最低１０支
保工毎

※重点監督：地山等級が
のものD,E

一般監督：重点監督以外

盛土工 敷均し・転圧時 使用材料、 一般：１回／１工事
河 川 敷均し・締固め状況 重点：２～３回／１工事
道 路
海 岸
砂 防

舗装工 路盤、表層、 舗設時 使用材料、 一般：１回／１工事
基層 敷均し・締固め状況、 重点：１回／３０００m2

天候、気温、舗設温度
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２／２

種 別 細 別 施 工 時 期 把 握 項 目 把 握 の 程 度

塗装工 清掃・錆落とし施工時 清掃・錆落とし状況 １回／１工事

施工時 使用材料、天候、気温 １回／１工事

施肥、薬剤散布 施工時 使用材料、天候、気温 １回／１工事樹木・芝生管理

工

植生工

ダム工 各工事ごと別途定める。 各工事ごと別途定める。

注 ・表中の「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施にあたっては現場状況等を勘案のうえ、これを最小限として）
設定することとする。

・１ロットとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘｰﾄ打込み毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）毎とする。

・一般監督：重点監督以外の工事
・重点監督：下記の工事

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事
ロ 施工条件が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事
ニ その他
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（参 考〉

重点監督
主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある

工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増すこととし、工事の重要度
に応じた監督とする （重点監督という ）。 。
なお、対象工事は下記のイ～ニのとおりとする。

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事（対象工種のみ）
・標準歩掛のない新工法を用いた工事
・その他これらに類する工事（歩掛調査工事他）

ロ 施工条件が厳しい工事
・鉄道又は現道上及び、最大支間長１００ｍ以上の橋梁工事
・掘削深さ７ｍ以上の土留工及び締切工を有する工事
・鉄道・道路等重要構造物の近接工事
・砂防えん堤（堤高３０ｍ以上）
・軟弱地盤上での構造物
・場所打ち 橋PC
・共同溝工事
・ハイピア（躯体高３０ｍ以上）

ハ 第三者に影響のある工事
・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事
・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事
・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事

ニ その他
・低入札工事
・所長等が必要と認めた工事
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別紙－１

施工計画書の省略について

標準仕様書第1編 第１項のただし書の取扱いは次のとおりとする。1-1-1-5

１ 「簡易な工事」とは、設計金額が 万円未満の工事とする。500
ただし、次に掲げる工事のいずれかに該当するものは除くものとする。

( ) 指定工法、指定仮設のある工事1
( ) 施工時間及び交通量を考慮し、一般交通に対し影響の大きい工事2
( ) 振動、騒音等公衆災害のおそれのある工事3

２ 「緊急を要する工事」とは、災害時の応急処理工事又は災害防止対策のために緊急に対
応する必要がある工事とする。
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別紙－２ 
 

仮設・施工方法等の指定及び任意について 
 

１ 定 義 

  ・「指定」とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書に明示された仮設、施工方法等を設計図書どおりに行わなけ

ればならないものをいう。 

  ・「任意」とは、工事目的物を施工するにあたり、受注者の責任において、自主的に施工できるものをいう。 

 

２ 指定及び任意の考え方 

  ・約款第１条第３項に「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」と

いう。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める」とあり、

積算基準を根拠とした指導は受注者の任意性を損なうこととなる。 

  ・したがって、指定及び任意の考え方とこれらに対する設計変更の取扱いは下表によるものとする。 
 
 指    定 任    意 備   考 

設計図書 仮設、施工方法などを設計図

書に具体的に明示したもの 

仮設、施工方法について図面等

で示さないもの 

 

建設機械の機種及び規格 騒音、振動規制法に関する機

械及び特記仕様書で指定し

たもの 

左の制約以外すべて任意 ＊積算基準により計上

した機種規格は「指定」

とはならない 

工事標識等安全施設費 特記仕様書等で指定した交

通誘導員及び当該工事場所

に特別に指定したもの 

左以外のものは受注者の任意  

施工方法の変更 発注者の指示又は承諾が必

要 

受注者の任意  

設
計
変
更
の
取
扱
い 

施工内容の変更があ

る場合の変更 

設計変更する 設計変更しない 約款第２０条に関する

設計変更 

当初設計に示した条

件の変更 

 

設計変更する 設計変更する 約款第１９条に関する

設計変更 

 
３ 指定としての許容事例 

  指定仮設として、図示した仮〆切又は土留鋼矢板長９ｍに対し、受注者が１０ｍのリース鋼矢板を 

使用した場合、目的を達成しているので容認するものとする。ただし、設計変更は行わない。 
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別紙－３ 

品 質 証 明 

 
１ 書類の目的 

  一般の製品と違い契約前に品質を確認できない土木構造物の特殊性及び製造物責任法（ＰＬ法）等にみられる供

給者（製造業、施工者等）の自己責任強化の社会的動向から、公共工事においても、受注者自らがいままで自主的

に実施してきた社内検査を品質証明するための書類。 
  （土木工事標準仕様書第1編1-1-1-24） 
 
２ 対象工事 
  ３億円以上の工事及び事務所長等が必要と認める工事。 
 
３ 実施内容 
 (1) 施工計画書の確認 
   施工計画書作成時に安全、工程及び品質確保のための施工方法、品質証明が出来る品質管理方法等について確

認する。 

  ①安全管理   安全に関する組織、緊急時の体制及び連絡体制の確認 
  ②施工方法   品質に関係する施工方法の確認 
  ③施工管理計画 設計図書等に規定された品質が確保出来るか確認 
   ・工程管理  計画工程が無理なく実施可能か確認 
   ・品質管理  品質管理基準に基づいて品質試験項目、試験方法、試験頻度等の確認 
   ・出来形管理 出来形管理基準に基づいて測定位置、測定頻度等の確認 
   ・写真管理  写真撮影要領に基づいて撮影項目、撮影時期、撮影頻度、提出頻度等の確認 
 (2) 施工実態の確認 
   現場の施工（事前測量の測量結果の照査も含む）及び安全、工程、品質が施工計画書と同様の方法で行われて

いるか関係資料等で確認する。 
  ①現場が設計図書どおりの品質、出来形が確保されているかを、施工管理資料等により確認 
  ②臨場確認を必要とする場合及び関係資料等で確認した結果、不可解な点がある場合、臨場して確認 

 (3) 検査の事前確認 
   検査職員が行う検査の事前に、現場が設計図書どおりの品質（出来形も含む）が確保されていることを関係資

料等で確認する。 
  ①施工段階で作成されたすべての資料を対象に確認 
 
４ 品質確認の証明方法 
 ・品質確認を行った項目については、検査時に下記の品質証明書を提出する。 
  なお、品質証明表（チェックリスト）については各社の様式とする。 
 
５ 提出時期・部数 
 ・検査時に提出する 
 ・正１部 
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品 質 証 明 書 
工事名： ○ ○ ○ ○ 工 事 

 
社内検査基準又は別紙品質証明表により確認した結果、工事請負契約書、 図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質

を確保していることを確認したので報告します。 
 
 

                            受 注 者 住 所 ○○市○○町○－○－○ 

                                   氏  名      ○  ○   ○  ○ ○印  

                            

 
 

品 質 証 明 書 
工 事 名： ○ ○ ○ ○ 工 事 

品 質 証 明 記 事 

品質証明項目 実 施 日 箇  所 品質証明員 氏名 ○印 記  事 

施工計画書 
（新規工種及び大幅な施工方

法等の変更があった場合） 
平成 年 月 日 施工計画書（変更） ○○ ○○ ○印  

施工実態 平成 年 月 日 工事全般 ○○ ○○ ○印  

完成検査 平成 年 月 日 工事全般 ○○ ○○ ○印  

     

 
  社内検査基準又は別紙品質証明表により確認した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品

質を確保していることを確認したので報告します。 
                            受 注 者 住 所 ○○市○○町○－○－○ 

                                  氏  名     ○ ○  ○ ○ ○印  

品 質 証 明 記 事 

品 質 証 明 項 目 実 施 日 箇  所 品質証明員 氏名 ○印 記   事 

施工計画書 平成 年 月 日 施工計画書（当初） ○○ ○○ ○印  

施工実態 平成 年 月 日 臨時検査対象工種 ○○ ○○ ○印  

臨時検査 平成 年 月 日 臨時検査対象工種 ○○ ○○ ○印  

     

記載例：臨時検査時 

記載例：完成検査時 

【Ａ列４版 横】 

【Ａ列４版 横】 
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別紙－４ 

品 質 証 明 員 届 

 
１ 書類の目的と関連法規 
  施工計画書作成時及び工事施工途中において必要と認める時期及び検査（完成、既成部分、臨時検査）の事

前に、契約書及び関係図書に基づき、品質確認を行う者の氏名を明らかにするための書類。  （土木工事標

準仕様書第1編1-1-1-24） 
２ 留意事項その他 
  品質証明員は、当該工事に従事していない者で下記資格者 
  １０年以上の現場経験を有し、技術士もしくは１級土木施工管理技士又は１級建設機械施工技士の資格を有

する者。 
  （造園工事については、１級造園施工管理技士。電気工事については、１級電気工事施工管理技士の資格を

有する者。） 
  ただし、監督員の承諾を得た場合は、この限りでない。 
３ 提出時期・部数 
 ・契約締結後７日以内に提出。 
 ・正１部 
４ 様式 
  下記様式のとおり 
 
（様式） 
記入例 

品 質 証 明 員 通 知 書 

 平成 ○年 ○月 ○日付けをもって請負契約を締結した ○ ○ ○ ○ 工事の品質証明員を下記のと

おり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。 
記 

品 質 証 明 員  ○ ○ ○ ○
ふ り が な

       生年月日 昭和 ○年 ○月 ○日 

平成 ○年 ○月 ○日 
現場代理人 ○ ○ ○ ○ ○印 

 
主任監督員 

○ ○ ○ ○ 様 
 
 資格及び経歴 

 １     年  月  日  法定資格 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 

注１：資格者証の写しを添付すること。 

１０年以上の現場経験が判断できる記載内容とする。 

【Ａ列４版縦】 
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様式－１ 
 

監 督 員        通 知 書 

 
 

平成  年  月  日 
 
 
受注者         様 
 

                                     ○ ○ 地 域 振 興 局 長□印 
○ ○ 地 区 振 興 事 務 所 長□印 
本 庁 主 務 課 長□印 
流 域 下 水 道 事 務 所 長□印 

 
 
 平成  年  月  日付けで請負契約を締結した下記工事について監督員を   したので建設工事請負基

準約款第１０条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 

工 事 番 号  工 事 名  工 事 場 所 

 
 
 

  

監督員の区分 所 属 職 名 氏  名 職 務 権 限 等  

総 括 監 督 員 
   

土木・建築工事監督要綱第２条(1)に示す事項 

主 任 監 督 員 

    
土木・建築工事監督要綱第２条(2)に示す事項 

     
 

 
※１ 監督員２名指定の場合は、主任監督員の職務権限等欄の(1)を削除する。 
 ２ 監督員１名指定の場合は、総括監督員欄のすべてを削除する。 

指 定 
変 更 

指定 

変更 

（1） 
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様式－２ 
 

工 期 変 更 協 議 書 

 
 
 平成  年  月  日付けで請負契約を締結した下記工事について、建設工事請負基準 
※約款第  条第  項に基づき工期の変更について協議した結果のとおり確認する。 

 
記 

 

工 事 番 号 工 事 名 工 事 場 所 

 
 

  

工 事 日 数 工事日数  日間を  日間に変更する。 

竣 工 期 限 竣工期限平成  年  月  日を平成  月  日迄と変更する。 

工 期 変 更 
 

協 議 内 容 

 

 

 

 
 

平成  年  月  日 
 

新潟県知事 
                            ○ ○ 地 域 振 興 局 長○印 

○ ○ 地 区 振 興 事 務 所 長○印 
流 域 下 水 道 事 務 所 長○印 

 
 

受注者氏名 印           
 
 
※約款第 16 条第７項、約款第 18 条第１項、約款第 19 条第６項、約款第 20 条、約款第 21 条第４項、約款第 22 条、

約款第23条第１項及び約款第40条第２項のいずれかを    に適用する。 
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様式－３ 
 

工 事 打 合 簿 
 
 
 標準仕様書第1編1-1-1-7第2項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。 
 
 
  工事名              工事         受注者              
 

発 議 者 発 注 者・受 注 者 発 議 年 月 日 平 成   年   月   日 

発 議 事 項 指示・協議・通知・承諾・提出・報告・提示・その他（   ） 

内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処 理 
・ 

回 答 

発
注
者 

上記について 
 指示・承諾・協議・通知・受理・その他（   ）します。 

受
注
者 

上記について 
 了解・協議・提出・報告・届出・その他（   ）します。 

 

総 括 
監 督 員 

主 任 
監 督 員 

現 場 
代 理 人 

主 任 
技 術 者 

    

 

平成  年  月  日 
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様式－４ 
 

履 行 状 況 報 告 書 
 

平成  年  月  日 
 
 標準仕様書第1編1-1-1-30に基づく履行状況を報告します。 
 
 

受注者              
 

                          
 
工事名           工事 
 

契 約 工 期 平成13年４月１日～平成14年３月31日（365日） 

月   別 
予定工程（％） 

（変更） 
実施工程（％） 備       考 

４ ０ ０  

５ ５ ５  

６ 15 13  

７ 25 20  

８ 30 25  

９ 40 （35） 36 （平成１３年９月末の出来高） 

10 50 （45）   

11 60 （55）   

12 75 （70）   

１ 85 （85）   

２ 100（95）   

３ （100）   

記  事  

 
平成  年  月  日 

 
受領者監督員名            ○印 

 
※１ 履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが、監督員が指示した場合は指示した 

時期に報告する。 
 ２ 実施工程は前月までの出来高集計とする。 

現場代理人 印 

（例） 



 
 

37 
 

様式－５ 
 

材 料 確 認 書（立会・机上） 
 

平成  年  月  日 
 
 標準仕様書第1編1-1-1-21に基づく検査（確認を含む）を願います。 
 
 

受注者   ㈱ ○ ○ 組    
 

 
工事名           工事 
 
 

① 
材 料 名 

② 
品 質、規 格 

③ 
単位 

④ 
搬入 
数量 

⑤   確 認 欄  ⑥ 
備  考 
（判 定） 確認年月日 確 認 方 法  

（例） 
圧延鋼材 

SM50A ｔ 15 H9年9月10日 ミルシート及び材

料試験 
合格 

コンクリート 
ブロック 

1,000×1,000×500
控 

㎡ 100 H9年9月15日 目視による検査 
コンクリートの強

度の確認 

欠損ブロック

1 個を不合格

とした 

       

       

       

 
上記について材料を検査し確認した。 

 
平成  年  月  日 

 
監督員名         ○印 

 
※１ この確認は監督技術基準別表－１に定めた材料である。 
 ２ ①、②、③、④は受注者が記入、⑤、⑥は監督員が記入する。 

現場代理人 印 
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様式－６ 
 

段 階 確 認 書（立会・机上） 
 

平成  年  月  日 
 
 標準仕様書第1編1-1-1-22に基づく検査（確認を含む）を願います。 
 
 

受注者   ㈱ ○ ○ 組    
 

 
工事名           工事 
 
 

区

分 
① 
工 種 

② 
細 別 

③ 
確 認 時 期  

④ 
確 認 項 目  

⑤ 
記事（確認日・その他指示事項等） 

設

計

図

書

に

定

め

た

工

種 

（例－１） 
矢板工 

鋼矢板Ⅱ型 打ち込み時 
Ｌ＝○○m 
Ｔ＝○○㎜ 

○月○日 
（指示事項） 
矢板は5枚ごとに番号を付し、写真をと

ること 

（例－２） 
深礎工 

φ2,000㎜ 掘削完了時 

支持地盤 
深さ（長さ） 
径 
偏心量 

○月○日 
（指示事項） 
 本日の計測に基づき偏心量（Ｘ軸、Ｙ軸）

を示す図を作成すること 

監
督
員
が
指
示
し
た
工
種 

     

 
 上記について段階確認を実施し確認した。 
 

平成  年  月  日 
 

監督員名           ○印 
 
※①②③は、受注者が記入 
④⑤は、監督員が記入 

現場代理人 印 
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様式－７ 

（記入例） 

施 工 状 況 把 握 票 
 
工事名： ○ ○    工事 

把 握 年 月 日  把 握 者 氏 名 把 握 事 項  摘   要 

平成  年  月  日  Ｐ１：工法、溶接部、支持力、長さ 支持・改善事項等 
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監督技術基準・施工管理関係資料
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別表－１　生ｺﾝｸﾘｰﾄ標準配合表

仕様内訳(配合)

ｺﾝｸﾘ
ｰﾄの
種類
に
よる
記号

呼び
強度

ｽﾗﾝﾌﾟ
(㎝)

粗骨材
の最大
寸法
(㎜)

ｾﾒﾝﾄ
の
種類
に
よる
記号

水ｾﾒﾝﾄ
比

W/C(%)

ｾﾒﾝﾄ
量C
(㎏
/m3)

T1631 18-8-25(20)注15(高炉) w/c≦65% 普通 18 8注11 25(20)注15 BB 65以下 [ 共 通 ] 均しｺﾝｸﾘｰﾄ - T1634

T1632 18-8-40(高炉) w/c≦65% 普通 18 8注11 40 BB 65以下
[ 共 通 ]
[ 砂 防 ]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ,
地すべり抑止鋼管杭中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

- T1635

TZJ2012001 18-8-25(20)注15(高炉) w/c≦60% 普通 18 8注11 25(20)注15 BB 60以下

[ 共 通 ]

[ ﾄ ﾝ ﾈ ﾙ ]
[河川･砂防]
[ 下 水 道 ]

管渠の巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ,
側溝,集水桝,埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ,
ﾌﾞﾛｯｸ積(張)の胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾄﾝﾈﾙ(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ
下水道構造物(無筋)

18 TZJ2010001

TZJ2012010 18-8-40(高炉) w/c≦60% 普通 18 8注11 40 BB 60以下

[ 共 通 ]

[ 道 路 ]
[ ﾄ ﾝ ﾈ ﾙ ]
[河川･砂防]
[ 下 水 道 ]

擁壁(無筋),管渠の巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ,
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ,
側溝,集水桝,埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ
橋台(無筋),橋脚(無筋)
ﾄﾝﾈﾙ(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ
下水道構造物(無筋)

18 TZJ2010036

TZJ2012008 18-5-40(高炉) w/c≦60% 普通 18 5 40 BB 60以下 [河川･砂防] 砂防ｺﾝｸﾘｰﾄ（護岸工を除く） 18 -

T1643 21-8-25(20)注15(高炉) w/c≦60% 普通 21 8注11 25(20)注15 BB 60以下
[河川･砂防]

[ 海 岸 ]

河川構造物(無筋),
練石積(張)の胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
海岸構造物(無筋)

21 -

T1644 21-8-40(高炉) w/c≦60% 普通 21 8注11 40 BB 60以下
[河川･砂防]
[ 海 岸 ]

河川構造物(無筋),河川根固ﾌﾞﾛｯｸ
海岸構造物(無筋)
海岸消波根固ﾌﾞﾛｯｸ(無筋)

21 -

TZJ2012002 21-8-25(20)注15(高炉) w/c≦55% 普通 21 8注11 25(20)注15 BB 55以下 [河川･砂防]
水密性・凍結融解抵抗性を要求する

河川構造物(無筋)注16
21 TZJ2010009

TZJ2012019 21-8-40(高炉)　 w/c≦55% 普通 21 8注11 40 BB 55以下 [河川･砂防]
水密性・凍結融解抵抗性を要求する

河川構造物(無筋)注16
21 TZJ2010048

TZJ2012005 24-12-25(20)注15(高炉) w/c≦55% 普通 24 12注14 25(20)注15 BB 55以下

[ 共 通 ]

[ 道 路 ]
[河川･砂防]
[ 下 水 道 ]

擁壁(鉄筋),函渠,側溝蓋,
集水桝蓋,胸壁(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ),ｹｰｿﾝ
橋台(鉄筋),橋脚(鉄筋),地覆
河川構造物(鉄筋)
下水道構造物(鉄筋)

24 TZJ2010018

T1642 24-12-40(高炉)　 w/c≦55% 普通 24 12注14 40 BB 55以下

[ 共 通 ]
[ 道 路 ]
[河川･砂防]
[ 下 水 道 ]

擁壁(鉄筋),函渠,ｹｰｿﾝ,深礎
橋台(鉄筋),橋脚(鉄筋),地覆
河川構造物(鉄筋)
下水道構造物(鉄筋)

24
(21)

(  )は
深礎

TZJ2010059

T1653 30-12-25(20)注15(高炉) w/c≦50% 普通 30 12注14 25(20)注15 BB 50以下

[ 道 路 ]

[ 海 岸 ]

【塩害対策用】注18：
橋台(鉄筋),橋脚(鉄筋),地覆

擁壁(鉄筋),函渠

【塩害対策用】注18：海岸構造物(鉄筋)

30 T1645

T1654 30-12-40(高炉) w/c≦50% 普通 30 12注14 40 BB 50以下

[ 道 路 ]

[ 海 岸 ]

【塩害対策用】注18：
橋台(鉄筋),橋脚(鉄筋),地覆

擁壁(鉄筋),函渠

【塩害対策用】注18：海岸構造物(鉄筋)

30 -

T1650 30-12-25(20)注15(高炉) w/c≦55% 普通 30 12注14 25(20)注15 BB 55以下 [ 道 路 ] 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ埋戻 30 TZJ2010029

TZJ2012006 (30)-15-25(20)注15

(高炉) C≧350kg
w/c≦55% 普通 (30)注8 15注12 25(20)注15 BB 55以下

350
以上

[ 共 通 ]
場所打ち杭
(ﾍﾞﾉﾄ,ﾘﾊﾞｰｽ,ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ等)

24 -

T1630
(30)-15-40(高炉)
C≧370kg

w/c≦50% 普通 (30)注8 15 40 BB 50以下
370
以上

[ 海 岸 ]
海洋ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)

- -

TZJ2012040
(18)-15-40(高炉)
C≧270kg

w/c≦60% 普通 (18)注8 15 40注16 BB 60以下
270
以上

[ ﾄ ﾝ ﾈ ﾙ ] ﾄﾝﾈﾙ(ｱｰﾁ,側壁) - TZJ2010073

TZJ2010018 24-12-25(20)注15(普通) w/c≦55% 普通 24 12注14 25(20)注15 N 55以下 [ 道 路 ]
PC橋・ＲＣ橋のｽﾗﾌﾞ桁の中詰、

床版注7、ＲＣ中空床版注7 24 -

T1656 30-12-25(20)注15(早強) w/c≦55% 普通 30 12注14 25(20)注15 H 55以下 [ 道 路 ] PC桁(横組) 30 -
TZJ2010029 30-12-25(20)注15(普通) w/c≦55% 普通 30 12注14 25(20)注15 N 55以下 [ 道 路 ] 合成床版注7 30 -

T1652 30-12-25(20)注15(普通) w/c≦50% 普通 30 12注14 25(20)注15 N 50以下 [ 道 路 ]
【塩害対策用】注18：ＰＣ橋・ＲＣ橋の

ｽﾗﾌﾞ桁の中詰,床版注7,RC中空床版注7,

合成床版注7

30 -

T1651 30-12-25(20)注15(早強) w/c≦45% 普通 30 12注14 25(20)注15 H 45以下 [ 道 路 ] 【塩害対策用】注17PC桁(横組) 30 -

40-12-25(20)注15(早強) w/c≦55% 普通 40 12注14 25(20)注15 H 55以下 [ 道 路 ] PC桁(Ｔ桁)注17 40 -

T1657 40-12-25(20)注15(早強)
規格外品

w/c≦55% 普通 40 12注13 25(20)注15 H 55以下 [ 道 路 ] PC桁(箱桁・中空床版
注7)：

高性能減水剤等使用
40 -

T1655 40-12-25(20)注15(早強) w/c≦45% 普通 40 12注13 25(20)注15 H 45以下 [ 道 路 ]
【塩害対策用】注18PC桁(箱桁・

中空床版注7：高性能減水材等使用
40 -

TZJ2012027 曲げ4.5-2.5-40(高炉) w/c≦45% 舗装 曲げ4.5 2.5 40 BB 45以下 [ 道 路 ] ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5 TZJ2010069

TZJ2012029 曲げ4.5-6.5-40(高炉) w/c≦45% 舗装 曲げ4.5 6.5 40 BB 45以下 [ 道 路 ]
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(簡易な舗設機械
及び人力による舗設)

曲げ4.5 TZJ2010071

基　　本

セメント

混和材(剤)

強　　度

空 気 量
スランプ

骨　　材

耐久性等

条件明示

単価コード 設計表示名称 適用構造物

設計
基準
強度

(σck)
N/mm2

普通
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄの
場合の

単価コード

15.粗骨材規格欄の25(20)は、25mm砂利か、20mm砕石のいずれかを使用する生コンであることを示す。

16.ﾄﾝﾈﾙ(ｱｰﾁ,側壁)に使用するｺﾝｸﾘｰﾄの粗骨材の最大寸法40㎜は、部材最小寸法、鉄筋の最小あき、かぶりにより25㎜とすることができる。

17.水密性を要求する構造物は水槽・地下室等の構造物、凍結融解抵抗性を要求する構造物は連続してあるいはしばしば水で飽和される部材断面が20cm程度以下の
構造物（地中の構造物を除く）とする。

45

（平成30年8月1日以降適用）

18.塩害地域の橋梁等における耐久性に関する設計上の目標期間として100年を目安とする場合の水ｾﾒﾝﾄ比は、道路橋示方書・同解説Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋・ｺﾝｸﾘｰﾄ部材偏(平
成29年11月、社団法人日本道路協会）Ｐ186 表－解6.2.1 に示す水ｾﾒﾝﾄ比以下とする。
19.注4、5、6、7、10、11、12、13、16、18で標準と異なる条件となる場合は、施工条件総括表に明示する。

1.用途については標準的なものを示したもので、構造物の目的、現場条件等を考慮して水セメント比等の配合を決定する。

4.ｾﾒﾝﾄは、橋梁上部工に用いるｺﾝｸﾘｰﾄを除き、原則として高炉ｾﾒﾝﾄB種を使用する。なお、海岸・砂防以外の用途では、確実なひび割れ対策が必要な場合、早期強
度を必要とする場合や寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの場合等、必要に応じて高炉ｾﾒﾝﾄＢ種以外のｾﾒﾝﾄを使用出来る。

3.「ｾﾒﾝﾄの種類による記号」とは次のとおりとする。【N：普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、　BB：高炉ｾﾒﾝﾄB種、　H：早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ】

2.ｺﾝｸﾘｰﾄの配合は、原則として構造物の設計基準強度または要求性能上必要な水ｾﾒﾝﾄ比のいずれか厳しい条件で選定する。

5.鋼橋のｺﾝｸﾘｰﾄ床版では収縮に問題が無く、入念な養生を行うことで高炉ｾﾒﾝﾄを使用することができる。
6.普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄを使用する場合は「ｾﾒﾝﾄの種類による記号」欄のBBをNと読み替え、「普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合の単価ｺｰﾄﾞ」欄の単価ｺｰﾄﾞを使用する。
7.床版、合成床版、ＰＣ床版等で膨張材を使用する場合など、特殊な混和材（剤）を使用する場合は、別途考慮する。

8.呼び強度は、早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ及び特殊な配合を使用する場合を除き材齢28日の供試体強度とし、圧縮強度試験は、JIS A 1108及びJIS A 1132、曲げ強度試験
は、JIS A 1106及びJIS A 1132による。

9.呼び強度の(　)内は参考値である。

10.AEｺﾝｸﾘｰﾄを用いることを原則とし、空気量は4.5%を標準とする。
11.ﾎﾟﾝﾌﾟ打設でｽﾗﾝﾌﾟ8㎝によりがたい場合は12㎝、または「打ち込み時の最小ｽﾗﾝﾌﾟを満足する生ｺﾝ荷卸し地点の目標ｽﾗﾝﾌﾟ」でｽﾗﾝﾌﾟを指定することができる。
12.30－15－25(高炉)について、ｽﾗﾝﾌﾟは18㎝とすることができる。

13.40－12－25(早強)について、高性能AE減水剤を使用することとする。ｽﾗﾝﾌﾟは12㎝を標準とするが、契約後現場条件等で標準によりがたい場合は受発注間で協
議を行い変更することができる。

14.鉄筋コンクリートのスランプは12cmを標準とする。但し、契約後現場条件等で標準によりがたい場合は、受発注間で協議を行いスランプを変更することができ
る。
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技 第 1 0 4 4 号
平成26年２月20日

土木部関係課長 様
流域下水道事務所長 様
地域振興局土木部関係部(所)長 様
交通政策局関係課長 様
地域振興局交通政策局関係事務所(副部)長 様

土木部技術管理課長

土木構造物に設置する銘板工設置構造物一覧について（通知）

土木構造物に設置して、当該工事関係者、構造物の諸元等を表示する銘板工
設置構造物一覧を改訂しましたので通知します。

記

１ 設置する構造物
別紙「銘板工設置構造物一覧」による構造物とその他発注者が必要と認め

る構造物とする。

２ 銘板の表示内容
表示内容は、別紙「銘板工設置構造物一覧」を参考に適宜決定する。

３ 銘板の大きさ、材質
大きさ、材質は、平成15年10月21日付け技第712号「土木構造物における

銘板工の取扱いについて（通知 」によるものとする。）

４ 銘板の取付位置
取付位置は、新潟県土木工事標準仕様書を参照し、維持管理上支障となら

ない位置に設置するものとする。

５ 適用年月日
平成26年４月１日以降に入札する工事より適用する。
ただし、発注済み構造物については受注者と協議を行い、極力設置するも

のとする。

担当：技術管理課工事検査室

土木工事検査監 畑山武志

電話（025)280-5432 内線3418



別紙

構　造　物　名 表　示　内　容 大　き　さ　（　参考　） 担　当　課 備　　　　　考
堰・水門・樋門・排水機場 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所） Ｗ５００×Ｈ５００ 河川管理課

施工：○○建設（株） 河川整備課
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間
完成年月日
計画・構造
・流量　○m3／ｓ（排水機場）
・○ｍ×○ｍ（水門・樋門・堰）　　　等
操作
・操作開始水位
・操作停止水位
・管理者等
・連絡先　　TEL○○○－○○○○（地域機関）

海岸：護岸工（緩傾斜護岸、波返工）、堤防 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所） Ｗ５００×Ｈ５００ 河川管理課
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工・完了年月：２００２年８月から２００３年１０月
延長、天端幅：Ｌ＝２８０ｍ、Ｔ．Ｐ＋０．５ｍ
施工基面高、基礎形式：Ｔ．Ｐ＋0.5m、普通鋼矢板Ⅱ型Ｌ＝３．０ｍ

砂防えん堤、床固工 名称：○○川　第○号砂防えん堤 Ｗ５５０×Ｈ４００ 砂防課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所）
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工・完了年月：２０１０年８月から２０１４年１０月
形式：コンクリートスリットえん堤
高さ：○○．○ｍ
長さ：○○．○ｍ

集水井 名称：○○地すべり　第○○号集水井工 Ｗ３００×Ｈ２００ 砂防課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所）
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
完了年月：２０１４年○月
規格：深さ○○ｍ　径○．○ｍ

横孔ボーリング 名称：○○地すべり　横孔ボーリング工 Ｗ３００×Ｈ２００ 砂防課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所）
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
完了年月：２０１４年○月
規格：長さ○○ｍ　○孔

排水ボーリング 名称：○○地すべり　第○○号集水井　排水ボーリング工 Ｗ３００×Ｈ２００ 砂防課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所）
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
完了年月：２０１４年○月
規格：長さ○○ｍ　径○○mm

銘　板　工　設　置　構　造　物　一　覧

銘板が設置する場所がない
場合は、看板形式としても良
い。

一定区間完了後、堤防の断
面図、沖合施設等を含めた
看板が良い
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別紙

構　造　物　名 表　示　内　容 大　き　さ　（　参考　） 担　当　課 備　　　　　考
銘　板　工　設　置　構　造　物　一　覧

急傾斜地崩壊対策：擁壁工・防護柵工 名称：○○地区　急傾斜地崩壊危険区域　擁壁工 Ｗ３００×Ｈ適宜 砂防課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所）
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工・完了年月：２０１３年８月から２０１４年１０月
延長：１３０．０ｍ
高さ：１０．０ｍ

急傾斜地崩壊対策：法枠工 名称：○○地区　急傾斜地崩壊危険区域　法枠工 Ｗ３００×Ｈ適宜 砂防課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所）
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工・完了年月：２０１３年８月から２０１４年１０月
面積：○○○．○m2

雪崩対策事業：雪崩予防工・防護工 名称：○○地区　雪崩減勢・グライド防止擁壁工 Ｗ３００×Ｈ適宜 砂防課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所）
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工・完了年月：２０１３年８月から２０１４年１０月
延長：１３０．０ｍ
設計積雪深：５．０ｍ
基礎工：場所打ち杭　１０本
※基礎工に杭を伴う地区のみ基礎形式を記入

ロックシェッド 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所） Ｗ５００×Ｈ５００ 道路管理課
事業名：○○事業
施工：上部工：○○建設（株）　下部工：○○組(株)
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間：２０１１年６月から２０１４年３月
全延長：２００．０ｍ（１０ブロック）
幅員構成：０．７５＋０．５＋３．２５×２＋０．５＋０．７５（９．００ｍ）
適用示方書：（上部工）道路橋示方書（Ｈ２４年３月）
　　　　　　　 　（下部工）道路橋示方書（Ｈ２４年３月）
構造形式：（上部工）ＰＣ製逆Ｌ形式
　　　　　　　（下部工）ＲＣ製逆Ｔ形式
　　　　　　　（基礎工）杭基礎形式（場所打ち杭）
設計積雪深：４．００ｍ（３０年確率）
雪崩層厚：２．００ｍ
落石重量：２．００ＫＮ
落下高：１５．００ｍ
コンクリートの配合：設計強度２１Ｎ／mm2

落石対策工 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所） Ｗ３００×Ｈ適宜 道路管理課
事業名：○○事業
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間：２０１１年６月から２０１４年３月
全延長・高さ：５０．０ｍ（４．０ｍ）
構造形式：落石予防柵（HSF工法）
落石重量：２．００ＫＮ
落下高：１５．００ｍ

銘板を設置する場所がない
場合は、別途考慮する。

銘板を設置する場所がない
場合は、別途考慮する。

銘板を設置する場所がない
場合は、別途考慮する。

銘板を設置する場所がない
場合は、別途考慮する。
構造形式には工法も記載す
る。
「ロックシェッド」以外の工種
についても「落石対策工」と
して銘板工設置の対象に追
加する
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別紙

構　造　物　名 表　示　内　容 大　き　さ　（　参考　） 担　当　課 備　　　　　考
銘　板　工　設　置　構　造　物　一　覧

スノーシェッド 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所） Ｗ５００×Ｈ５００ 道路管理課
事業名：○○事業
施工：上部工：○○建設（株）　下部工：○○組(株)
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間：２０１１年６月から２０１４年３月
幅員構成：０．７５＋０．５＋３．２５×２＋０．５＋０．７５（９．００ｍ）
適用示方書：（上部工）道路橋示方書（Ｈ２４年３月）
　　　　　　　 　（下部工）道路橋示方書（Ｈ２４年３月）
構造形式：（上部工）ＰＣ製逆Ｌ形式
　　　　　　　（下部工）ＲＣ製逆Ｔ形式
　　　　　　　（基礎工）杭基礎形式（場所打ち杭）
設計積雪深：５．５０ｍ（３０年確率）
雪崩層厚：４．００ｍ
平均斜面勾配：α＝３５°
コンクリートの配合：設計強度２１Ｎ／mm2

スノーシェルター 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所） Ｗ５００×Ｈ５００ 道路管理課
事業名：○○事業
施工：上部工：○○建設（株）　下部工：○○組(株)
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間：２００３年６月から２００６年３月
幅員構成：０．７５＋０．５＋３．２５×２＋０．５＋０．７５（９．００ｍ）
適用示方書：（上部工）道路橋示方書（Ｈ２４年３月）
　　　　　　　 　（下部工）道路橋示方書（Ｈ２４年３月）
構造形式：（上部工）アーチ型
　　　　　　　（下部工）ＲＣ製逆Ｔ形式
　　　　　　　（基礎工）杭基礎形式（場所打ち杭）
設計積雪深：５．５０ｍ（３０年確率）
コンクリートの配合：設計強度２１Ｎ／mm2

法面工 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所） Ｗ５００×Ｈ５００ 道路管理課
事業名：○○事業
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間：２００３年６月から２００６年３月
延長・面積：１００ｍ　１，０００㎡
構造物：吹付枠工（Ｆ３００）
　　　　　グランドアンカー工　Ｌ＝６ｍ（定着長３ｍ）　３０本
         or　ロックボルト

雪崩対策工 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所など） Ｗ３００×Ｈ適宜 道路管理課
事業名：○○事業
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間：２００３年６月から２００６年３月
全延長・高さ：５０．０ｍ（４．０ｍ）
構造形式：雪崩予防柵（鋼製雪崩予防柵）
設計積雪深：５．００ｍ（３０年確率）
雪崩層厚：４．００ｍ
平均斜面勾配：４５°

「雪崩防護壁」以外の雪崩防護
工（減勢柵、防護柵等）、および
「せり出し防止柵」「雪崩予防
柵」以外の雪崩予防柵（スノー
ネット等）も含め、「雪崩対策工」
として全体を包含し銘板工設置
の対象とする

銘板を設置する場所がない
場合は、別途考慮する。
構造形式には工法も記載す
る。
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別紙

構　造　物　名 表　示　内　容 大　き　さ　（　参考　） 担　当　課 備　　　　　考
銘　板　工　設　置　構　造　物　一　覧

防雪柵 工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所など） Ｗ３００×Ｈ適宜 道路管理課
事業名：○○事業
施工：○○建設（株）
設計：○○コンサルタント（株）
施工期間：２００３年６月から２００６年３月
全延長・高さ：５０．０ｍ（４．０ｍ）
構造形式：吹払柵
設計荷重：２．００ＫＮ／m2（風速40ｍ／ｓ）

橋りょう ○○橋（あいうえおはし） Ｗ５００×Ｈ５００ 道路建設課 ※材質
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所など） 板厚８㎜，字厚５㎜，計１３㎜ ＪＩＳ　Ｈ　２２０２、ブロンズ
施工：［下部］○○建設(株)　［上部］○○建設(株) ※設置位置
設計：○○コンサルタント（株）
工期：１９９８年８月～２００３年１０月
延長・幅員：Ｌ＝２８０ｍ　Ｗ＝２５．５ｍ
適用示方書：道路橋示方書（H14.3）Ｂ活荷重
　　　　　 　　：コンクリート標準示方書（H２５．３）
上部工形式：鋼３径間連続非合成箱桁橋　ＲＣ床版（鋼橋の場合、床版明記）
　　　　　　　　　　使用鋼材（鋼橋の場合）　定着方式（PC橋の場合）
下部工形式：逆Ｔ式橋台　２基　Ｈ＝○○ｍ
　　　　　　　　　壁式橋脚　○基　Ｈ＝○○ｍ
基礎工形式：Ａ１　場所打杭（φ800　L=30m　10本）
　             　Ａ２　場所打杭（φ800　L=35m　12本）
　　　　 　　　　Ｐ１　場所打杭（φ800　L=35m　10本）
特記事項：（塗装鉄筋の使用、塩害対策区分があれば明記）

トンネル ○○トンネル（まるまるトンネル） Ｗ５００×Ｈ５００ 道路建設課
工事発注者：新潟県○○地域整備部（または○○維持管理事務所など）
施工：△△・□□ＪＶ
設計：○○コンサルタント（株）
工期：１９９５年８月から２００３年１０月
延長幅員：L=1,045m　W=0.75+0.5+6.5+0.5+3.5
構造基準：道路トンネル技術基準（構造編）（Ｈ１５．１０）
　　　　　　：道路トンネル非常用施設設置基準・同解説（Ｈ１３.１０）
　　　　　　：コンクリート標準示方書（H２５．３）
地山等級：ＤⅡ～ＤⅢ
主な土質：七谷層泥岩、寺泊層泥岩
掘削工法：上半先進ショートベンチカット工法（機械掘削）
主な補助工法：中央導抗先進工法、AGF工法、
　　　　　　　　　　サイドパイル、レッグパイル、
　　　　　　　　　　スチールファイバー混入コンクリート覆工

起点左側、橋梁端部の桁ま
たは橋台の見えやすい場所

銘板を設置する場所がない
場合は、別途考慮する。
吹払柵、吹止柵、吹溜柵等
も銘板工設置の対象に含め
「防雪柵」とする
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技第 ７１２ 号

平成１５年１０月２１日

土木部関係課長 様

関係地域機関の長 様

佐渡地域振興局地域整備部長 様

土木部技術管理課長

土木構造物における銘板工の取扱いについて（通知）

平成１５年９月１１日付技第６９５号にて土木構造物における銘板工の設置について通

知を行ったところですが、大きさ、材質について不明確の部分がありました。つきまして

は、取扱いを下記のとおりとしたので通知します。

記

１．大きさについて

上記通知文における銘板の大きさは、参考の大きさであり、表示内容により適宜決

定できるものとする。ただし、橋梁の場合は、道路橋示方書共通編６章にある橋歴板

の代わりになる銘板となり、寸法は「例」として厚さが５０㎜で通知しているが、従

来の橋歴板と同様に「板厚８㎜，字厚５㎜，計 ㎜」を基本とする。13

【 橋 梁 銘 板 工 の 例 】

＊500mm 13mm

500mm

＊ 板厚８㎜，字厚５㎜，計 ㎜13

２．材質について

材質については、従来の銘板形式、看板形式その他構造物により条件が異なるため

適宜最適な材質とするが、橋梁については(ＪＩＳ Ｈ ２２０２、ブロンズ)を基本

。 、 、 、とする 設置位置は 起点左側 橋梁端部の桁または橋台の見えやすい場所とするが

耐候性鋼材に設置する場合、安定さびの生成を阻害しないよう設置位置に留意するこ

と。

担当：積算情報班 斎藤、浅見

内線３４２６，３４２７
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技第 ７１２ 号の２

平成１５年１０月２１日

他部局関係課長 様

土木部技術管理課長

土木構造物における銘板工の取扱いについて（送付）

平成１５年９月１１日付技第６９５号にて土木構造物における銘板工の設置について通

知を行ったところですが、大きさ、材質について不明確の部分がありました。つきまして

は、取扱いを下記のとおりとしたので送付します。

記

１．大きさについて

上記通知文における銘板の大きさは、参考の大きさであり、表示内容により適宜決

定できるものとする。ただし、橋梁の場合は、道路橋示方書共通編６章にある橋歴板

の代わりになる銘板となり、寸法は「例」として厚さが５０㎜で通知しているが、従

来の橋歴板と同様に「板厚８㎜，字厚５㎜，計 ㎜」を基本とする。13

【 橋 梁 銘 板 工 の 例 】

＊500mm 13mm

500mm

＊ 板厚８㎜，字厚５㎜，計 ㎜13

２．材質について

材質については、従来の銘板形式、看板形式その他構造物により条件が異なるため

適宜最適な材質とするが、橋梁については(ＪＩＳ Ｈ ２２０２、ブロンズ)を基本

。 、 、 、とする 設置位置は 起点左側 橋梁端部の桁または橋台の見えやすい場所とするが

耐候性鋼材に設置する場合、安定さびの生成を阻害しないよう設置位置に留意するこ

と。

担当：積算情報班 斎藤、浅見

内線３４２６，３４２７
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技第 ７１２ 号の３

平成１５年１０月２１日

市町村長 様

新潟県土木部技術管理課長

土木構造物における銘板工の取扱いについて（送付）

平成１５年９月１１日付技第６９５号にて土木構造物における銘板工の設置について通

知を行ったところですが、大きさ、材質について不明確の部分がありました。つきまして

は、取扱いを下記のとおりとしたので送付します。

記

１．大きさについて

上記通知文における銘板の大きさは、参考の大きさであり、表示内容により適宜決

定できるものとする。ただし、橋梁の場合は、道路橋示方書共通編６章にある橋歴板

の代わりになる銘板となり、寸法は「例」として厚さが５０㎜で通知しているが、従

来の橋歴板と同様に「板厚８㎜，字厚５㎜，計 ㎜」を基本とする。13

【 橋 梁 銘 板 工 の 例 】

＊500mm 13mm

500mm

＊ 板厚８㎜，字厚５㎜，計 ㎜13

２．材質について

材質については、従来の銘板形式、看板形式その他構造物により条件が異なるため

適宜最適な材質とするが、橋梁については(ＪＩＳ Ｈ ２２０２、ブロンズ)を基本

。 、 、 、とする 設置位置は 起点左側 橋梁端部の桁または橋台の見えやすい場所とするが

耐候性鋼材に設置する場合、安定さびの生成を阻害しないよう設置位置に留意するこ

と。

担当：積算情報班 斎藤、浅見

tel 025 280 5392 fax 025 283 0807( ) ( )

E-mail t0801302@mail.pref.niigata.jp



 

国北整技管第 96 号 

平成 14 年 8 月 5 日 

 

本局関係課長 殿 

各 事 務 所 長 殿 

 

北陸地方整備局長 

 

アルカリ骨材反応抑制対策について （通知） 

 

標記について 、大臣官房技術審議官 、大臣官房技術参事官及び航空局飛行場部長から別 

紙のとおり通知があったので、通知する。 

 

担 当 

企画部 技術管理課 基準第一係 
 

 

 
国 官 技 第 112 号 
国 港 環 第 35 号 
国 空 建 第 78 号 
平成 14 年 7 月 31 日 

 

北陸地方整備局長 殿 

 

国土交通省大臣官房技術審議官 

国土交通省大臣官房技術参事官 

国土交通省航空局飛行場部長 

アルカル骨材反応抑制対策について 

 

標記について 、別紙のとおり実施することとしたので通知する。 

なお、「アルカリ骨材反応抑制対策について（建設省技調発第 370 号 平成元年 7 月 17

日付け 建設大臣官房技術審議官通達）」を廃止するとともに、「コンクリート中の塩化物総量規

制及びアルカル骨材反応暫定対策について（港技第 129 号、港災第1196 号  昭和６１ 年 10 

月 8 日付け 運輸省港湾局技術課長 、防災課長通達）」 、コンクリート中の塩化物 総量規制及

びアルカル骨材反応暫定対策について （空建第 92 号 昭和 61 年 7 月 14 日付け 運輸省航

空局飛行場部建設課長通達）」のうち、アルカ リ骨材反応暫定対策についてのみ廃 止する。 

また、本通達は平成 14 年 9 月 1 日より適用する ものとする。 
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国北整技管第 97 号  

平成 14 年 8 月 5 日 

 

本局関係課長 殿  

各 事 務 所 長 殿 

 

企 画 部 長 

 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」  の運用について（通知） 

 

標記について 、大臣官房技術調査課長 、港湾局環境・技術課長及び航空局飛行場部建設課長か

ら別紙のとおり通知があったので、通知する。 

 

担当 技術管理課

 基準第一係 

 

 

 
国 官 技 第 113 号 
国 港 環 第 36 号 
国 空 建 第 79 号 
平成 14 年 7 月 31 日 

 

北陸地方整備局企画部長殿 

 

国土交通省大臣官房技術調査課長  

国土交通省港湾局環境・技術課長 

 国土交通省航空局飛行場部建設課長 

 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

 
標記については 、「 アルカリ骨材反応抑制対策について（国官技第 112 号 国港環第 35 号 

国空建第 78 号平成 14年 7 月 31 日付け）」の運用について、別紙のとおり定めたの で通知する。 

なお、「「アルカリ骨材反応抑制対策について 」 の運用について（建設省技調発第 371 号 平成

元年 7 月 17 日付け  建設大臣官房技術調査室長通達）」は廃止する。 
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（参考資料）
アルカリ骨材反応試験を実施している試験機関

区
分

試験所名称 〒 住所 電話番号

(一財)建材試験センター
（中央試験場）

(一財)建材試験センター
(西日本試験場)

(一財)ベターリビング
筑波建築試験センター

(一財)東海技術センター

055(228)5680

565-0873

020-0122

963-8041

950ｰ1101

宮城県仙台市宮城野区扇町4-2-
14

047(433)9492

017(743)1341

06-6872-0391

019(643)8585

024(934)8700

(公財)岩手県土木技術
振興協会

(一財)日本品質保証機
構関東機械試験場
(一財)日本建築総合試
所試験研究センター

(一財)新潟県建設技術
センター

(一財)ふくしま市町村支
援機構試験審査所

庄内生コンクリート協同
組合技術センター
山形中央生コンクリート
協同組合技術センター

340-0003

757-0004

305ｰ0802

465ｰ0021

140ｰ0011

048(935)1992

0836(72)1223

029(864)1745

052(771)5161

03(3474)2525東京都品川区東大井１－８－１２

025(267)4804

大阪府吹田市藤白台5-8-1

岩手県盛岡市みたけ2丁目10号

福島県郡山市富田町字登戸13-1

新潟県新潟市西区山田2527番地
18

埼玉県草加市稲荷 5 -21-20

山口県山陽小野田市山川

茨城県つくば市立原 2

愛知県名古屋市名東区猪子石2丁
目710番地

(一財)北海道コンクリー
ト技術センター

003-0001
北海道札幌市白石区東札幌一条
4-6-10

011(832)1121

道南地区コンクリート技
術センター

041-1221 北海道北斗市清水川142-29 0138(77)2255

990-0861 023(681)8948

宮城県生コンクリート中
央技術センター

983-0034

秋田県生コンクリート協
同組合技術研修セン

011-0904 秋田県秋田市寺内蛭根1-15-18 018(824)5540

022(232)7821

山形県山形市江俣３－６－２５

0234(43)4774999-7781
山形県東田川郡庄内町余目大字
大塚22-1

岩手県生コンクリート工
業組合中央技術セン

020-0816 岩手県盛岡市中野2-15-15 019（622）4820

岩手県生コンクリート工
業組合県南技術セン

023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河55-2 0197（51）4933

山梨県甲府市高畑1-10-18

公
的
機
関

全
国
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
業
組
合
連
合

（一社）三重県建設資
材試験センター四日市
試験場

510-0834 三重県四日市市ときわ1-2-40 0593（82）8021

（一社）岡山県コンク
リート技術センター

700-0943 岡山市南区新福1-21-37 086（264）6374

053(422)1500

全国生コンクリート工業
組合連合会中央技術
研究所

273-0012 千葉県船橋市浜町 2-16-1

山梨県コンクリート技術
センター

青森県生コンクリート協
同組合技術研修セン

030-0902 青森県青森市合浦1-3-3

静岡県コンクリート技術
センター

435-0017 静岡県浜松市東区薬師町346

400-0042
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0764(77)1423

岐阜県生コンクリート工
業組合中濃試験場

501-3763

全国生コンクリート工業組合連合会認定共同試験場は上記以外に西日本に１１試験場
が有る。住所電話番号等は全国生コンクリート工業組合HP参照

宮城県生コンクリート大
崎技術センター

富山県生コンクリート工
業組合技術研究セン

0575(33)3292

岐阜県生コンクリート工
業組合技術センター

500-8286 岐阜県岐阜市西鶉1-69 058(275)1230

岐阜県生コンクリート工
業組合飛騨試験場

506-0001

0229(22)1311

東京都生コンクリート工
業組合共同試験場

273-0012 千葉県船橋市浜町 2-16-1 047(431)9220

岐阜県高山市冬頭町1091 0577(37)1284

076(244)2100
石川県生コンクリート工
業組合県南共同試験

921-8043 石川県金沢市西泉 3-33-1

939-3551 富山県富山市水橋中村456-1

989-6175 宮城県大崎市古川諏訪2-5-34

岐阜県美濃市極楽寺464-7

会
認
定
共
同
試
験
場
・
東
日
本
の
み
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技第 １０２８ 号

平成２３年３月２２日

土木部内関係課長 様

地域振興局土木部関係部（所）長 様

流域下水道事務所長 様

交通政策局関係課長 様

農林水産部漁港課長 様

土木部技術管理課長

交通誘導員の配置確認について（通知）

交通誘導員を計上する工事については、施工管理の一環として下記により実施す

るので通知します。

記

１ 交通誘導員の勤務実績の提出

特記仕様書の施工条件総括表の明示項目「Ⅳ安全対策関係」の施工条件「①

交通安全施設等の指定あり」の欄の「・交通誘導員」の事項に『（勤務実績提

出の必要あり）』を明示する。（別添１の施工条件総括表参照）

また、請負者に別添２の『交通誘導員勤務実績表』を提出させる。

２ 工事施工時の確認

施工プロセスチェックリストに交通誘導員の配置確認項目を設定したので、

施工時に状況を確認する。（別添３、別添４を参照）

３ 適用

平成２３年４月１日以降入札の公告または入札の通知を行う工事から適用す

る。

担当：技術管理課

工事検査室 高橋

TEL（内線）3422
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別添　２

誘導員A 誘導員B

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

／   ： 　　 ～ 　　 ： 人 人 有・無

月　計 人 人

工事計 人 人

（注意事項） １．現場代理人は、氏名捺印のうえ、実施状況写真及び配置状況図と併せて監督員に提出すること。

２．警備会社以外の者が交通誘導作業を行う場合（交通誘導員Ｂ相当）についても記載のこと。

　誘導員Ａとは、検定合格警備員の配置が義務づけられている交通誘導員Ａに相当する。

　誘導員Ｂとは、それ以外の警備会社の警備員である交通誘導員Ｂに相当する。

平成　　年　　月　　日

交　通　誘　導　員  勤　務　実　績　表

　検定合格警備員の配置の義務付け 　　有り　□　・無し　□

交通誘導員勤務時の主な作業工種
（掘削、架設等）

月　日 勤務時間
配置人員

交換要員

工 事 名

施工箇所

警備会社名 現場代理人

請　負　者工事期間
平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで
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土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法
（テストハンマーによる土木コンクリート構造物の強度推定調査）

１．テストハンマーによる強度推定調査は、以下に基づき実施すること。

（１）適用範囲

については、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただし強度確認調査の対象工種

プレキャスト製品は除く ）内空断面積が ㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、。 25
橋梁上・下部工（但しＰＣは除く ）トンネル及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門とす。

る。

（２）調査頻度

１）調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地間、トンネルにつ

いては１打込み部分、その他の構造物については強度が同じブロックを１構造物の単位と

し、各単位につき３カ所の調査を実施すること。

２）調査の結果、所定の強度が得られない場合については、その箇所の周辺において、再調

査を５カ所実施すること。

（３）測定

１） 測定方法

「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法（案 （JSCE-G504-2013 」により実） ）

施すること （ コンクリート標準示方書（規準編 」に掲載 ）。「 ） 。

２） 測定時期

測定は足場が存置されている間に実施することが望ましい。

但し、測定は所定の設計強度以上が発生したと予想される時期に測定する。

なお、構造物の強度の発生は現場養生を行った供試体による圧縮強度試験結果から予想

することが考えられる。

３） 測定の立ち会い

監督員等及び受注者が立ち会いのうえ、テストハンマー強度推定調査を実施するものと

する。

立ち会いの頻度については、 ％程度とすること。30
（４）調査の報告

構造物毎に別添様式―１により調査票を作成し、完成検査時に提出させること。

２―１．圧縮強度試験の実施

１．において実施したテストハンマーによる強度推定調査の再調査の平均強度が所定の強度が

。得られない場合、もしくは１カ所の強度が設計強度の ％を下回った場合は、以下によること85

（１）コアの採取

所定の強度を得られない箇所の付近において、原位置のコアを採取するものとし、採取位

置については監督員と協議を行い実施するものとする。また、コア採取位置、供試体の抜き

取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行うこと。

（２）圧縮強度試験

１）試験方法

「コンクリートからのコア及びはりの切取り方法並びに強度試験法（ －ＪＩＳＡ 1107
」により実施すること。2012）

２）圧縮強度試験の立ち会い

監督員等及び受注者が立ち会いのうえ、圧縮強度試験を実施するものとする。

３）試験の報告
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構造物毎に別添様式―１により調査票を作成させること。

２― ．圧縮強度試験結果が所定の強度を得られなかった場合等の対応2
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは１カ所の強度が設計強度の

％を下回った場合は、技術管理課に相談すること。85

３．工事完成後の維持管理課等の基礎資料とするためのひび割れの発生状況の調査の実施は以下に

よること。

（１） 適用範囲

については、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（たひび割れ発生状況調査の対象工種

だしプレキャスト製品は除く 、内空断面積が ㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、。） 25
橋梁上・下部工（ただしＰＣは除く ）及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門とする。。

（２） 調査方法

１） ｍｍ以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に対応する写真0.2
についても提出させること。

２）ひび割れ等変状の認められた部分のマーキングを実施させること。

３）ひび割れ幅は、測定専用のコンクリートクラックスケールを用いて測定する。

（３） 調査時期

調査は、足場が存置されている間に実施することが望ましい。

但し、測定は所定の設計強度以上が発生したと予想される時期に測定する。

なお、構造物の強度の発生は現場養生を行った供試体による圧縮強度試験結果から予想する

事などが考えられる。

（４） 調査の報告

構造物毎に別添様式―２により調査票を作成し、完成検査時に提出させること。

（５） 調査結果の評価

調査結果の評価に当たっては、別添の「ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項」を参

考

にすること。

※ 「土木コンクリート構造物の品質確保について（平成13 年3 月29 日付け

国官技第61 号大臣官房技術調査課長 」を踏まえて作成。）
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別添様式ー１

テストハンマーによる強度推定調査票（１）

構造物名　　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

工事名

受注者名

構造物名

現場代理人名

主任技術者名

監理技術者名

測定者名

位置 測定ＮＯ

構造物形式

構造物寸法

竣工年月日 平成　　年　　月　　日

適用仕様書

コンクリート
の種類

Ｎ／ｍ㎡ Ｎ／ｍ㎡

海岸からの距離

周辺環境①

周辺環境②

直下周辺環境

　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

コンクリートの
設計基準強度

コンクリートの
呼び強度

河川･海、道路、その他（　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

構造物位置図（１／５００００を標準とする）

添付しない場合は
（別添資料ー○参照）と記入し、資料提出

海上、海岸沿い、海岸から　　　　　　　　　　ｋｍ

工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

普通地、雪寒地、その他（　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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別添様式ー１

テストハンマーによる強度推定調査票（１）

構造物名　　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

（別添資料ー○参照）と記入し、

資料提出

一般図、立面図等

添付しない場合は
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別添様式ー１

テストハンマーによる強度推定調査票（１）

構造物名　　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

（別添資料ー○参照）と記入し、

資料提出

全景写真

添付しない場合は
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別添様式ー１

テストハンマーによる強度推定調査票（１）

構造物名　　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

調査箇所

推定強度
（Ｎ／ｍ㎡）

打撃方向

（補正値）

乾燥状態 ・乾燥 ・乾燥 ・乾燥 ・乾燥 ・乾燥

（補正値） ・湿っている ・湿っている ・湿っている ・湿っている ・湿っている

・濡れている ・濡れている ・濡れている ・濡れている ・濡れている

材齢

推定強度結果の最大値と最小値の差　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ／ｍ㎡

反発硬度

日

（　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

日 日

推定強度結果の最大値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ／ｍ㎡

推定強度結果の最小値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ／ｍ㎡

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

日 日

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

⑤① ② ③ ④

（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）
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別添様式ー１

テストハンマーによる強度推定調査票（１）

構造物名　　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

（別添資料ー○参照）と記入し、

資料提出

強度測定箇所

添付しない場合は

69 



別添様式ー１

テストハンマーによる強度推定調査票（１）

構造物名　　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

材齢２８日圧縮強度試験 １本目の試験結果

同 ２本目の試験結果

同 ３本目の試験結果

同 　　 ３本の平均値

ー　　　コア採取による圧縮強度試験　　　ー

コンクリートの圧縮試験結果

【備考】
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別添様式ー2 ひび割れ調査票（5）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

工事名

受注者名

構造物名

現場代理人名

主任技術者名

監理技術者名

測定者名

位置 測定ＮＯ

構造物形式

構造物寸法

竣工年月日 平成　　年　　月　　日

適用仕様書

コンクリート
の種類

Ｎ／ｍ㎡ Ｎ／ｍ㎡

海岸からの距離

周辺環境①

周辺環境②

直下周辺環境

　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

コンクリートの
設計基準強度

コンクリートの
呼び強度

河川･海、道路、その他（　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

構造物位置図（１／５００００を標準とする）

添付しない場合は
（別添資料ー○参照）と記入し、資料提出

海上、海岸沿い、海岸から　　　　　　　　　　ｋｍ

工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

普通地、雪寒地、その他（　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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別添様式ー2 ひび割れ調査票（5）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

（別添資料ー○参照）と記入し、

資料提出

構造物一般図

添付しない場合は
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別添様式ー2 ひび割れ調査票（5）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

ひび割れ 有，無 本数：１～２本，　３～５本，　多数

ひび割れ総延長　　　　　　　約　　　ｍ

最大ひび割れ幅（○で囲む）

０．２㎜以下，　　０．３㎜以下，

０．４㎜以下　　　０．５㎜以下，

０．６㎜以下　　　０．８㎜以下，

　　　　　　　　　　㎜

発生時期（○で囲む）

鉄筋とは無関係

数時間～１日，数日，数１０日以上，不明

規則性：有，無

形態：網状，表層，貫通，表層ｏｒ貫通

方向：主鉄筋方向，直通方向，両方向，
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別添様式ー2 ひび割れ調査票（5）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

（別添資料ー○参照）と記入し、

資料提出

ひび割れ発生状況のスケッチ図

添付しない場合は
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別添様式ー2 ひび割れ調査票（5）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

（別添資料ー○参照）と記入し、

資料提出

ひび割れ発生箇所の写真

添付しない場合は
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（別添）

ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項

【原因の推定方法】

原因の推定方法については コンクリートのひび割れ調査 補修 補強指針 日本コン、「 、 、 」（

クリト工学協会 で詳しく述べられており これを参考にすると良い ひび割れの発生パタ） 、 。

ーン 発生時期 規則性 形態 ・コンクリート変形要因 収縮性 膨張性 その他 ・配合（ 、 、 ） （ 、 、 ）

（富配合、貧配合 ・気象条件（気温、湿度）を総合的に判断して、原因を推定することが）

できる。

また 「コンクリート標準示方書［維持管理編 （土木学会）においても、ひび割れの発、 ］」

生原因の推定等について記述されているので、参考にされたい。

【判断基準】

補修の要否に関するひび割れ幅については 「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強、

指針 に記載されている 表―１ 施工時に発生する初期欠陥の例については コンクリ」 （ ）。 、「

ート標準示方書［維持管理編 」に示されている （図―１ 。］ 。 ）

実際の運用にあたっては 対象とする構造物や環境条件により 補修・補強の要否の判断、 、

。基準は異なる。完成時に発生しているひび割れは、すべてが問題となるひび割れではない

例えば ボックスカルバートなどに発生する水和熱によるひび割れ 図―１参照 に関して、 （ ）

は ボックスカルバートの形状から発生することを避けられないひび割れであるが 機能上、 、

何ら問題はない。

（運 用）

ひび割れの発生に問題が生じ判断に困った際には、近年のコンクリートに関する

諸問題に対応するため、コンクリートの診断・維持管理に関する幅広い知識を持っ

た技術者として （社）日本コンクリート工学協会が認知している「コンクリート診、

断士」に相談することも考慮する。
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表ー１　　補修の要否に関するひび割れ幅の限度

防水性から
みた場合

環境

　　　　　　　　その他の要因

区分

大 ０．４以上 ０．４以上 ０．６以上 ０．２以上

中 ０．４以上 ０．６以上 ０．８以上 ０．２以上

小 ０．６以上 ０．８以上 １．０以上 ０．２以上

大 ０．１以下 ０．２以下 ０．２以下 ０．０５以下

中 ０．１以下 ０．２以下 ０．３以下 ０．０５以下

小 ０．２以下 ０．３以下 ０．３以下 ０．０５以下

　　　　　　    配（調）合、打継ぎなど。

 2）　　主として鉄筋の錆の発生条件の観点からみた環境条件。

注：１）　　その他の要因（大、中、小）とは、コンクリート構造物の耐久性及び防水性に及ぼ

 す有害性の程度を示し、下記の要因の影響を総合して定める。

 ひび割れの深さ・パターン、かぶり厚さ、コンクリート表面被覆の有無、材料・

（Ａ）補修を必要とする
ひび割れ幅（㎜）

（Ｂ）補修を必要としな
い　　ひび割れ幅（㎜）

耐久性からみた場合

きびしい 中間 ゆるやか
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 ひび割れ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

―水和熱（１）―              ―水和熱（２）― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―乾燥収縮ひび割れ―            ―長時間の練り混ぜ― 
 
 
 

 

  
―沈みひび割れ―             ―型枠の変形― 

                 
 
 
 
 
 
 

―急速な打込み―             ―不適切な打重ね処理―   
（コールドジョイント）   

 
図―１  施工時に発生する初期欠陥の例 
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（資料）

土木コンクリート構造物の品質確保について

国官技第 号61
平成 年 月 日13 3 29

１ 土木コンコリ－ト構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンコ

リ－ト構造物に使用するコンコリ－トの水セメント比は、鉄筋コンコリ－トについて

は ％以下、無筋コンコリ－トについては ％以下とすること。55 60

２ 鉄筋のかぶりを確保するため、スペーサ－を設置するものとする。スペーサ－は、構

造物の側面については原則１㎡につき２個以上、構造物の底面については原則１㎡に

つき４個以上設置すること。

重要なコンコリ－ト構造物の適切な施工を確認するため、コンコリ－ト構造物の施工3-1
完了後に、テストハンマ－による材齢２８日強度の推定調査を請負者に実施させるも

のとし、調査結果を提出させること。

テストハンマ－による強度推定調査の結果が、所定の強度が得られない場合について3-2
は、請負者に原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施させるものとし、試験結果

を提出させること。

上記 による圧縮強度試験結果が所定の強度が得られない場合等の対応方法につい3-3 3-2
ては、各地方整備局技術管理課等に相談すること。

４ 工事完了後の維持管理に当たっての基礎資料とするため、重要構造物についてはひび

割れ発生状況の調査を請負者に実施させるものとし、調査結果を完成検査時に提出さ

せること。

５ 工事関係技術者と技能者の責任と自覚・社会的貢献意識を高揚し、また、将来の維持

銘板の設管理補修の効率化を図るため、当該工事関係者、構造物の諸元等を表示する

置を推進すること。

６ 適用

この要領は、平成 年 月１日以降に発生する工事に適用する。13 4
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「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について

国コ企第 ２号

平成 年 月 日13 3 29

１ 課長通達で定めたコンクリートの水セメント比の上限値は、特記仕様書に明示するこ

と。水セメント比については、請負者が作成した示方配合表により確認すること。

、 、 、なお 水セメント比を減ずることにより施工性が著しく低下する場合は 必要に応じて

高性能減水剤の使用等を検討すること。

２ スペ－サ－の個数については、鉄筋組立て完了時の段階確認時に確認すること。

３－１ テストハンマ－による強度推定調査は、以下に基づき実施すること。

（１）適用範囲

強度確認調査の対象工種については、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（た

だしプレキャスト製品は除く 、内空断面積が２５ ２以上の鉄筋コンクリートカル。） m
バ－ト類、橋梁上・下部工（但しＰＣは除く 、トンネル及び高さ３ｍ以上の堰・水。）

門・樋門とする。

（２）調査頻度

① 調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバ－ト類については目地間、トンネ

ルについては１打設部分、その他の構造物については強度が同じブロツクを１構造

物の単位とし、各単位につき３箇所の調査を実施すること。

、 、 、② 調査の結果 所定の強度が得られない場合については その箇所の周辺において

再調査を５箇所実施すること。

（３）測定

① 測定方法

「硬化コンクリートのテストハンマ－強度の試験方法（ － ）] によりJSCE G504
実施すること （ コンクリート標準示方書（規準編 」に掲載 ）。「 ） 。

② 測定時期

測定は、足場が存置されている間に実施することが望ましい。

③ 測定の立ち会い

監督職員等及び受注者が立ち会いのうえ、テストハンマ－強度推定調査を実施す

るものとする。立ち会いの頻度については ％程度とすること。30
④ 調査の報告

構造物毎に別添様式－１により調査票を作成し、完成検査時に提出させること。

３－２ 圧縮強度試験の実施

３－１において実施したテストハンマ－による強度推定調査の再調査の平均強度が所

定の強度が得られない場合、もしくは１箇所の強度が設計の ％を下回った場合は、85
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以下によること。

（１）コアの採取

、 、所定の強度を得られない箇所の付近において 原位置のコアを採取するものとし

採取位置については監督職員と協議を行い実施するものとする。

また、コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋

を損傷させないように十分な検討を行うこと。

（２）圧縮強度試験

① 試験方法

「コンクリ－トからのコア及びはりの切取り方法並びに強度試験法（ 」にJISA1107）
より実施すること。

② 圧縮強度試験の立ち会い

監督職員等及び受注者が立ち会いの上、圧縮強度試験を実施するものとする。

③ 試験の報告

構造物毎に別添様式－１により調査票を作成させること。

３－３ 圧縮強度試験結果が所定の強度を得られなかった場合等の対応

圧縮強度試験の平均強度が所定の強度を得られない場合、もしくは１箇所の強度が設

計強度の ％を下回つた場合は、各地方整備局技術管理課等に相談するとともに、必85
要に応じ技術事務所及び土木研究所等に相談すること。

３－４ ４－１に係る調査に要する費用は別途積み上げ計上すること。

４－１ 工事完成後の維持管理等の基礎資料とするためのひび割れ発生状況の調査の実施

は以下によること。

（１）適用範囲

ひび割れ発生状況調査の対象工種については、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリ－ト擁

壁（ただしプレキャスト製品は除く 、内空断面積が ２以上の鉄筋コンクリ－ト。） 25m
カルバ－ト類、橋梁上・下部工（ただしＰＣは除く ）及び高さが３ｍ以上の堰・水門。

・樋門とする。

（２）調査方法

① 以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に対0.2mm
応する写真についても提出させること。

② ひび割れ等変状の認められた部分のマ－キングを実施させること。

（３）調査時期

調査は、足場が存置されている間に実施することが望ましい。

（４）調査の報告

構造物毎に別添様式－２により調査票を作成し、完成検査時に提出させること。

（５）調査結果の評価

調査結果の評価に当たっては、別添の「ひび割れ調査結果の評価に関する留意事
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項」を参考にすること。

４－２ ５に係る調査に要する費用は別途積み上げ計上すること。

５ コンクリ－ト構造物の銘板の設置に当たっては以下によること。

（１）銘板の表示内容等については、地方整備局において定めるものとする。

（２）銘板に要する費用は別途積み上げ計上すること。

（３）設置施設は、主に重要構造物を対象とする。
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水張試験及び気密試験実施要領

水張試験

（１）使用水

水張試験に使用する水は、できるだけ清澄な水を使用するものとし、施設を汚

したり腐食等の影響を与えないよう注意しなければならない。

、 、 、 。なお 受水槽 冷却水槽等の水張試験には 水道水を使用しなければならない

（２）試験内容

施設の規定水位まで水張りを行い、コンクリートの吸水による水面低下安定

後、２４時間の水面低下安定試験を行わなければならない。２４時間後の水面

低下は５mm以内とする。また、 のもと、水面低下及び漏水の有監督員の立会い

無、越流ぜきの水平度について しなければならない。確認

なお、水張試験時に埋戻し等により目視できない箇所については、予めひび

割れの発生状況を しなければならない。確認

（３）試験後の措置

水面低下が５mmを超えた場合には、その原因を調査し、監督員に報告しなけ

ればならない。

監督員のひび割れ等による漏水が認められた場合には、補修計画書を作成し

を受けたうえ、補修しなければならない。また、越流ぜきの基準高が設計確認

値に対して±２０mm（せき板（既製）を使用の場合は±５mm）を満足しない場

合には、必要な手直しを行わなければならない。

以上の調査、補修及び手直し完了後、再度水張試験を行うものとする。

（４）報告書の提出

水面低下量及び水平度の測定結果、漏水箇所並びにその補修状況を示す図面

及び写真等を添付した報告書を しなければならない。監督員に提出

気密試験

（１）事前試験

１）水張試験

消化タンクの規定水位まで水張りを行い、コンクリートの吸水による水面低下

の安定後２４時間の水面低下試験を行う。

２４時間後の水面低下は５mm以内で、漏水箇所が認められないものとする。

２）発泡液試験

水張試験に合格後、規定水位に調整し、気相部の開口部分を密閉にする。

消化タンクの内圧を４．５kPa～５．０kPaに高め、発泡液を配管類の継手部、

溶接部、コンクリート面及びコンクリート埋込管周囲等に塗布し、発泡が認めら

れないものとする。

（２）気密試験
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発泡液試験に合格後、内圧をおよそ４．５kPaに再調整し、圧力の脈動停止後、

４時間の圧力変動を測定する。補正後の圧力変動は （４）気密試験の検査基準の、

範囲内にあるものとする。

（３）発泡液試験及び気密試験の注意事項

１）試験時に空気が満たされる配管類は、制水弁での完全密閉は難しいので、配

管端部のフランジに蓋をする。

） 、 、 。２ 測定は大気圧 大気温の変動ができるだけ少ない時間帯に １時間毎に行う

３）内圧測定は、センタードーム上のマノメータで行う。

４）内気圧は水面上、およそ５００mmの所を測定する。

５）測定状況は、写真に記録する。

（４）気密試験の検査基準

検査基準は、次式で補正した４時間内の圧力変動差が±１０％以内とする。

a２７３＋Ｔ

２７３＋Ｔ

Ｈa：補正後の消化タンクゲージ圧力（Ｐa）ただし、

Ｐa、Ｔa：初期の大気圧、初期のタンク内温度（Ｐa、℃）

Ｈ､Ｐ､Ｔ：任意時の消化タンクゲージ圧､大気圧､タンク内温度（Ｐa、Ｐa、℃）

Ｈa＝ ×（Ｐ＋Ｈ）－Ｐa
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技第 １ ０ ３ ６ 号

平成３１年２月18日

土木部関係課長 様

流域下水道事務所長 様

地域振興局土木部関係部（所）長 様

交通政策局関係課長 様

地域振興局交通政策局関係事務所（副部）長 様

新潟県土木部技術管理課長

コンクリート圧縮強度試験に用いる供試体の取扱いの一部改訂について（通知）

このことについて、平成２６年３月２６日付け技第１０５４号「コンクリート圧縮強度試験に用い

る供試体の取扱いの一部改訂について」で通知していますが、別紙のとおり改訂しましたので通

知します。

つきましては、貴所属職員に周知してください。また、市町村及び関係団体には別途通知して

います。

なお、この通知は平成３１年４月１日から適用します。

あわせて平成14年12年26日付け事務連絡「高炉セメントを使用した生コンクリートの現場養生

した供試体の圧縮強度試験について（通知）」は廃止します。

記

主な改訂点

１ 鉄筋コンクリート構造物及び無筋構造物において、現場養生用供試体の作成を特に監督員

が指示した場合に作成することに変更

担当 新潟県技術管理課工事検査室

峰村土木工事検査監

電話 ０２５－２８０－５４３２
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別紙

コンクリート圧縮強度試験に用いる供試体について

１ 試料採取の頻度

下表のとおり、構造物の種類、コンクリート使用量に応じて①から⑤の扱いとする。

１工種同一配 １工種同一配

合の総使用量 合の総使用量

が５０ｍ3以上 が５０ｍ3未満

鉄筋コンクリート構造物 ① ②

無筋コン 重力式橋台、重力式橋脚 ① ②

ク リ ー ト 消波、根固用異形ブロック ③ ③

構造物 胴込、裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ、均しｺﾝｸﾘｰﾄ ② ⑤

上記以外 ④ ②

小型構造物 ② ⑤

① 打設日１日につき午前１回、午後１回とする。

② 工事規模を勘案し、１工事あたり１から３回程度とする。回数は、施工計画書の提出

時に監督員と受注者で協議する。

③ コンクリート打設量５０ｍ3に１回とする。（下記５参照）

④ 打設日１日につき１回とする。

⑤ 生コンの場合は、生コン工場の品質証明書等で強度を確認し、供試体の作成は不

要とする。現場練りの場合は受注者の自主管理とする。

２ 作成する供試体の数

採取１回あたりの供試体数は下表を標準とする。

標準養生 現場養生 計

σ7用 σ28用 σ28用

鉄筋コンクリート構造物 ３個 ３個 （３個） ６個（9個）

無筋コンクリート構造物、小型構造物 ３個 ３個 （３個） ６個（9個）

（ )は、現場養生用の供試体を作成する場合

注 ・ 早強コンクリートを使用する場合は、呼び強度を保証する材令を指定することから、そ

れにあわせて圧縮強度試験をする材令について監督員と受注者で協議する。（例：σ7

をσ3に、σ28をσ7にする等）

・ 鉄筋コンクリート構造物及び無筋コンクリート構造物のうち、特に監督員が指示した場

合、現場養生用の供試体（σ28用３個）も作成する。

・ 現場での条件を特別に確かめる必要がある場合（下記５参照）は、養生日数、採取回

数などについては、監督員と受注者で協議する。
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３ 養生場所、方法

① 標準養生

JIS表示認可生コンクリート工場で水中養生する。ただし、ダムコンクリートなど、生コンク

リート工場での養生が適さない場合は、監督員と受注者で協議する。

② 現場養生

当該工事現場で、対象構造物と同等の養生条件（下記５参照）で養生する。

４ 供試体の圧縮強度試験場所

上記２の表内で、標準養生及び現場養生のσ28供試体は公的実施機関（(一財)新潟県建設

技術センター及び工業標準化法第５７条に基づく新潟県内のJNLA登録試験事業者）で試験を行

う（平成１９年６月１１日付け技第１００５号コンクリート圧縮強度試験の実施機関について（通知）

参照）。ただし、これによりがたい場合は、圧縮強度試験に監督員が立ち会うものとする。

標準養生σ7供試体は受注者の自主管理とし生コンクリート工場等で試験を行う。

５ 注意事項

(1) 打設量５０ｍ3に１回とは

総打設量が５０ｍ3以下の場合１回、５１～１００ｍ3の場合２回、１０１～１５０ｍ3の場合３回

という事である。

(2) 現場での条件を特別に確かめる必要があるとは

異形ブロックの製作据付けで材令２８日以前に据付けをする場合、プレストレスの導入時期

を定める場合、材令２８日以前に載荷する場合、脱型枠時期を決める場合、養生の適否を確

認する必要がある場合など。

(3) 対象構造物と同等の養生条件とは

同等の養生とは、対象構造物と同様な湿潤状態、温度変化、有害作用環境下での養生を

いう。湿潤については水中（外部から水の供給がある状態）と封かん（水分逸脱防止）の区

分、温度変化については気温や日照、風の影響や保温方法、有害作用については海水の作

用など。

(4) 当該現場の供試体であることの確認方法

供試体作成時及び現場養生状況の写真は、当該現場内であることがわかるよう背景ととも

に撮影する。

供試体キャッピング後に上面又は側面に工事番号又は工事名、呼び強度、祖骨材寸法、ス

ランプ、採取日を明示する。

供試体作成時に型枠内に名刺など差し込んではならない。ただし、ＮＥＴＩＳ登録の専用シー

ル又は品質に影響ないと発注者が認めたものを利用し、すり替え防止をすることはできる。

(5) 圧縮強度試験の写真撮影

写真管理基準（案）による。ただし、公的機関での実施及び監督員が立ち会う場合は写真

撮影を省略できる。
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事 務 連 絡

平成 年 月 日14 12 26

土木工事検査員（監）様

工 務 課 長 様

工事検査室長

高炉セメントを使用した生コンクリートの現場養生した供試体の

圧縮強度試験について（通知）

標記について、冬期などの低温状況下では強度の発現性は低下し、材齢 日の圧縮強度28
は呼び強度に達しないいう傾向があります。そこで、当面下記のとおり対応することとし

たので事務所職員に周知してください。

記

１．現場養生による供試体の圧縮強度試験は、当該コンクリート構造物の所要強度が発現

したと思われる段階で（シュミットハンマー等で確認）圧縮強度試験を実施する。

２．標準養生による供試体の圧縮強度試験は、従来通りとする。

「参考資料」

参考資料－１ 高炉セメントを用いた生コンクリートの注意事項について（新潟県生コン

クリート工業組合）

参考資料－２ 現場コンクリートのあれこれ（(社)セメント協会）
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技第 １００５ 号

平成１９年６月１１日

土木部関係課長 様

流域下水道事務所長 様

地域振興局土木部関係部（所）長 様

交通政策局関係課長 様

地域振興局交通政策局関係事務所（副部）長 様

土木部技術管理課長

コンクリート圧縮強度試験の実施機関について（通知）

コンクリートの圧縮強度試験については 工業標準化法改正に伴いＪＮＬＡ 工、 （

業標準化法に基づく試験所登録制度）制度に基づく民間試験機関も公的実施機関

として取扱うこととしたので 「平成１０年１０月１日付け技第６３号、コンク、

（ ）、 」リート圧縮試験に用いる供試体の取扱いについて 通知 土木部技術管理課長

の一部を下記のとおり改定したので通知します。

記

１ 改定内容

（現行）

「 、（ ） 。」σ２８のコンクリート圧縮強度試験は 財 新潟県建設技術センターで行う

（改定）

「σ２８のコンクリート圧縮強度試験は、公的実施機関（ 財）新潟県建設技術（

センター及び工業標準化法第５７条に基づき登録試験事業者として登録（ＪＮＬ

Ａ登録）された新潟県内の機関）で行う 」。

２ 実施時期

平成１９年７月１日からコンクリート圧縮試験を行う工事から実施

担当：工事検査室佐野土木工事検査監

℡：０２５－２８０－５３９０
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技第 １００７ 号

平成１９年６月１２日

土木部関係課長 様

流域下水道事務所長 様

地域振興局土木部関係部（所）長 様

交通政策局関係課長 様

地域振興局交通政策局関係事務所（副部）長 様

土 木 部 長

鉄筋コンクリート用棒鋼（異形棒鋼）について（通知）

土木工事における建設資材の品質管理について、一層の充実を図るため、別紙

のとおり定めたので通知します。

ついては、平成１９年７月１日より実施する。

担当：工事検査室佐野土木工事検査監

℡：０２５－２８０－５３９０
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（別紙）

鉄筋コンクリート用棒鋼（異形棒鋼）の取扱について

１ 使用鋼材の品質確認方法

（１）設計図書に表示された品質であることを確認するため、使用する製品

についてはミルシートの提出を求め事前に審査を行う。

（２）重要構造物に係る主鉄筋については、上記（１）に加え下記の検査を

実施のうえ提出させるものとする。

、 。 。①検査項目は 引張試験及び曲げ試験とする 試験本数は各３本とする

②試験頻度は、規格・径毎に実施する。１規格の重量が１トン未満の場

合はその規格については、試験を省略できる。

③コンクリート２次製品の鉄筋は除外する。

④試験片の採取については、主任技術者又は監理技術者が立ち合うもの

とする。

⑤試験は公的機関等で実施する。

（１）について

土木工事標準仕様書１－１－２１に基づき資料を事前に提出させ、確認

を行うものとする。

（２）について

①重要構造物とは、鉄筋コンクリート構造物として応力計算を実施してい

るもの。

②主鉄筋のみとする。

③検査項目は、ＪＩＳの規定による降伏点、引張強さ、伸び及び曲げ性を

求めるものとする。

なお、試験結果はＪＩＳＧ３１１２に基づくものとする。

④公的機関等とは （財）新潟県建設技術センター、新潟県工業技術総合、

研究所及び県内の大学とする。

２ ＪＩＳ製品以外の取扱

土木工事標準仕様書１－１－２１の規定に基づく「同等以上の品質を有する

もの」の保証を行い、使用するものとする。

保証方法としては、以下を参考としてよい。
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（１）ＪＩＳＧ３１１２に基づくメーカーの社内検査結果（ミルシート）につい

ての事前審査を行う。

（２）ＪＩＳ製品の認定が無いため、これに代わる証明方法として公的機関等に

よる証明書を添付させる。

①試験内容は、原則として引張試験及び曲げ試験とする。

なお、試験結果に疑問がある場合は、化学分析（製品分析）を追加する。

②試験頻度は、使用する１０ロットにつき１回を標準とする。

（３）上記（１ （２）のデータに異常が認められる場合は、メーカーに対して）、

ＱＣ資料（管理図等）の提出を求める。

〔 〕試験頻度の考え方

一般的に、電炉では１日当たり１３～１５バッチ程度の生産量である。

概ね１日生産に対して１回の試験頻度となり、工場としての品質管理が実施

されておれば充分判断が可能と考える。
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技 第 1 0 1 9 号

平成26年８月19日

土 木 部 関 係 課 長 様

交 通 政 策 局 関 係 課 長 様

地域振興局土木部関係部(所)長 様

流 域 下 水 道 事 務 所 長 様

地域振興局交通政策局関係所(副部)長 様

技術管理課長

コンクリート単位水量測定器による生コンクリートの品質管理について（通知）

コンクリートの品質と耐久性を確保するため、標準仕様書土木工事施工管理基準に定め

るとおり、荷下ろし地点での単位水量測定による品質管理をし、かつ、重要構造物につい

ては、水セメント比の測定を行い監督員へ品質管理資料を提出することとしています。

この度、コンクリート単位水量測定器Ｗ/Ｃミータ［ＭＴ-400］の開発とともに、Ｗ／Ｃ

ミータによるコンクリート単位水量及び水セメント比管理要領（案）（以下「管理要領

(案)」という。）が改訂されました。

ついては、標準仕様書土木工事施工管理基準に定めるほか、下記の重要構造物について

は、管理要領(案)（平成26年６月）に基づき水セメント比の測定を行い監督員へ品質管理

資料の提出を行うものとします。

なお、平成20年３月14日技第1037号「コンクリート単位水量測定器による生コンクリー

トの品質管理について（通知）」は廃止します。

記

１．水セメント比の測定を義務付ける重要構造物（プレキャスト製品を除く）

① 擁壁（Ｈ＝5ｍ以上）

② ボックスカルバート（内空断面積25㎡以上）

③ 橋梁（上・下部）

④ トンネル

⑤ ダム

⑥ 砂防堰堤

⑦ 排水機場

⑧ 堰・水門

⑨ 樋門
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⑩ 洞門

⑪ その他測定が必要と認められる重要構造物

２．測定・管理の方法

単位水量：コンクリート単位水量測定器（Ｗ/Ｃミータ）を用いて、単位水量を測定し、

標準仕様書土木工事施工管理基準による品質規格値を適用する。

水ｾﾒﾝﾄ比：管理要領(案)（平成２６年６月）によるものとする。ただし、水セメント

比の管理規格値は定めない。

なお、品質管理基準等に関わる、その他の項目については、管理要領(案)によるもの

とする。

３．特記仕様書記載例

第○○条 コンクリートの品質確保における試験の実施

本工事で施工する○○構造物の施工にあたっては、Ｗ／Ｃミータによるコンク

リート単位水量及び水セメント比管理要領（案）（平成26年６月）に基づき単位

水量測定器（Ｗ/Ｃミータ［ＭＴ-200］・［ＭＴ-300］・［ＭＴ-400］）を用いて

単位水量と水セメント比の測定を行うものとする。なお、品質管理基準は、標準

仕様書土木工事施工管理基準〔品質管理〕によるものとする。

また、水セメント比を算出し、監督員に提出するものとする。

４．試験に要する費用

（１）試験に要する費用（単価）は、別途通知する。

（２）試験に要する費用の合計額は、技術管理費に計上する。

５．適用期間

平成26年９月１日以降に発注（公告）する工事から適用するものとする。

なお、これ以前に発注した工事で、単位水量測定器（Ｗ/Ｃミータ［ＭＴ-400］）を

使用する場合は、変更協議により対応するものとする。

担当 技術管理課 工事検査室

高橋、畑山
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技 第 号1035
平成 年 月 日31 2 15

土木部関係課長 様

流域下水道事務所長 様

地域振興局土木部関係部（所）長 様

交通政策局関係課長 様

地域振興局交通政策局関係所（副部）長 様

土木部 技術管理課長

非破壊試験等によるコンクリートの品質管理について（通知）

このことについて、新潟県土木部では、非破壊試験等によるコンクリートの品質管理手

法を平成 年度から導入し実施してきたところですが、国土交通省が実施している非破23
壊試験等によるコンクリートの品質管理手法の改定に伴い、下記のとおり実施願います。

なお、市町村長へは別途通知します。

記

１ 品質管理手法

非破壊試験等によるコンクリートの品質管理について、以下のとおりとする。

別紙１ 微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定を用いた品質管理について

別紙２ 非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を用いた品質管理について

２ 試験に要する費用

試験の費用については 「共通仮設費率」に含まれることから、技術管理費への積み上、

げ計上は不要

３ 適用

平成 年４月１日以降に契約する工事から適用するものとし、それ以外の工事につい31
ては、監督職員との協議により適用を決定するものとする。

４ その他

平成 年９月８日付け技第 号「非破壊試験等によるコンクリートの品質管理につ29 1019
いて」は廃止

（ ）受信担当 文書主任 発信担当 技術管理課工事検査室 佐々木 内線 3418
文書公開 公開 保存期間 随時

文書の取扱い ・全技術系職員に周知して下さい。
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別紙 １

微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定を用いた品質管理について

第１ 目的

微破壊・非破壊試験を用いた品質管理手法（以下 「本手法」という ）は、微破壊・、 。

非破壊試験を用いてコンクリート構造物の強度が適正に確保されていることを確認するた

めに行うものであり、この手法を活用した施工管理や監督・検査の充実を図ることでコン

クリート構造物の適正な品質確保をめざすものである。

第２ 対象工事の範囲

新設のコンクリート構造物のうち、橋長３０ｍ以上の橋梁の、橋梁上部工事及び橋梁下

部工事を対象とする。ただし、工場製作のプレキャスト製品は対象外とする。

第３ 発注者及び受注者が実施すべき事項

微破壊・非破壊試験を用いたコンクリート構造物の品質管理は、別添 「微破壊・非破1
壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領 （以下 「要領」という ）に従い実施」 、 。

するものとする。その際、発注者及び受注者が実施すべき事項を、以下に記す。

１．受注者による施工管理

受注者は、要領に基づき、日常の施工管理を実施する。また、測定方法や測定箇所

等については、施工計画書に記載し提出するとともに、測定結果については、測定結

果報告書（ 要領 測定に関する資料の提出等」参照）を作成し提出する。「 3.4
２．検査職員による検査

検査職員は、完成検査時に全ての測定結果報告書を確認する。なお、中間技術検査

においても、出来るだけ測定結果報告書の活用による検査の実施を行うものとする。

第４ 試験に要する費用

試験に要する費用は 「共通仮設費率」に含まれており積み上げ計上は不要とする。、

第５ その他

発注者及び受注者は、本手法の趣旨及び微破壊・非破壊試験の実施手法を十分に理解し

つつ、本手法の円滑な実施に努めるものとする。

なお、本手法によりコンクリート構造物の強度を測定する場合は 「土木コンクリート、

構造物の品質確保について （国官技第 号、平成 年 月 日）に基づいて行うテ」 61 13 3 29
ストハンマーによる強度推定調査を省略することができるものとする。

第６ 関連資料等

・微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定要領

（平成 年 月国土交通省大臣官房技術調査課）30 10
・微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定要領（解説）

（平成 年 月国土交通省大臣官房技術調査課）30 10
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別紙 ２

非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を用いた品質管理について

第１ 目的

非破壊試験を用いた品質管理手法（以下 「本手法」という ）は、非破壊試験を用い、 。

てコンクリート構造物の鉄筋の配筋状態及びかぶりが適正に確保されていることを確認す

るために行うものであり、コンクリート構造物の適正な品質確保並びに施工管理や監督・

検査の充実を目指すものである。

第２ 対象工事の範囲

対象構造物は、新設のコンクリート構造物のうち、橋梁上部工事、橋梁下部工事及び重

要構造物である内空断面積 ｍ 以上のボックスカルバートを対象とする。ただし、工25 2
場製作のプレキャスト製品は対象外とする。

第３ 発注者及び受注者が実施すべき事項

非破壊試験を用いたコンクリート構造物の品質管理は、別添 「非破壊試験によるコン2
クリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領 （以下 「要領」という ）に従い実施」 、 。

するものとする。その際、発注者及び受注者が実施すべき事項を、以下に記す。

１．受注者による施工管理

受注者は、要領に基づき、日常の施工管理を実施する。また、測定方法や測定箇所

等については、施工計画書に記載し提出するとともに、測定結果については、測定結

果報告書（ 要領 測定に関する資料の提出等」参照）を作成し提出する。「 3.4
２．検査職員による検査

検査職員は、完成検査時に全ての測定結果報告書を確認する。なお、中間技術検査

においても、出来るだけ測定結果報告書の活用による検査の実施を行うものとする。

第４ 試験に要する費用

試験に要する費用は 「共通仮設費率」に含まれており積み上げ計上は不要とする。、

第５ その他

発注者及び受注者は、本手法の趣旨及び微破壊・非破壊試験の実施手法を十分に理解し

つつ、本手法の円滑な実施に努めるものとする。

第６ 関連資料等

・非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領

（平成 年 月国土交通省大臣官房技術調査課）30 10
・非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（解説）

（平成 年 月国土交通省大臣官房技術調査課）30 10
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（特記仕様書作成例）

○特記仕様書の明示について

「 」 「 ． 」設計書の特記仕様書の施工条件関係の明示項目 ⅩⅠその他 の施工条件 ４ その他

の欄に明示してください。

○設計書の特記仕様書の施工条件関係の作成例

、「 」本工事の橋梁上部工については 微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定

及び「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定」を行う。測定

方法については監督員と協議すること。



技  第 ６ ４ ７ 号 

平成２９年６月２６日 

土 木 部 関 係 課 長 様 

交 通 政 策 局 関 係 課 長 様 

農 林 水 産 部 漁 港 課 長 様

地 域 振 興 局 土 木 部 関 係 部 （ 所 ） 長 様 

地 域 振 興 局 港 湾 関 係 所 （ 副 部 ） 長 様 

流 域 下 水 道 事 務 所 長 様 

技術管理課長 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化（電子黒板）について（通知） 

現場撮影の省力化や写真整理・写真帳管理の効率化を図るため、被写体画像の撮影と同

時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入を行うデジタル工事写真の小黒板情

報電子化（以下「電子黒板」）を下記のとおり運用できることとしましたので通知します。 

記 

１ 運用基準 

別添「デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準」による。 

電子黒板の使用にあたっては、受注者が工事打合せ簿により電子黒板を使用する旨を

申し出、監督員の承諾を得るものとする。 

監督員が承諾する場合、工事打合せ簿にて「デジタル工事写真の小黒板情報電子化基

準による電子黒板の使用を承諾する。」と記載し、「デジタル工事写真の小黒板情報電

子化基準」を添付のこと。 

なお、受注者は使用内容について施工計画書に記載することとする。 

対象工種については、現行の写真管理基準（案）に準ずる。 

２ 適用年月日 

 平成２９年７月１日以降、入札の公告または入札の通知（通常型指名競争入札の場合）

を行う工事から適用する。 

 なお、既に契約済みの工事及び平成２９年６月３０日までに契約を行う工事について

は、監督員の承諾を得たうえで実施してよいものとする。 

３ その他 

機器・ソフトウェア等の導入に係る費用は、共通仮設費の技術管理費（率分）に含ま

れるものとする。 

機器・ソフトウェア等の導入に係る費用とは、小黒板情報電子化の実施に必要な機器

ソフトウェア、チェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフト

ウェアや工事写真ビューアソフトの機器経費及び電算使用料等を指す。 
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受信担当 文書主任 発信担当 積算情報班 韮澤、内山（内線3426） 

文書公開 公開 保存期間 随時 

文書の取扱い ・ 全技術系職員に周知して下さい。

・ 各地域振興局に対しては、地域整備部(本局庁舎以外の事務所、分所

等を含む)等あてに送信しています。配布、転送の必要はありません。 
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デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準

デジタル工事写真の小黒板情報電子化（電子黒板）について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画

像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信

憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止

を図るものである。

デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たう

えでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とする

ことができる。

対象工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

１．対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・

ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、新潟県土木工事標準仕様書そ

の２ 写真管理基準（案）「２－２撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信

憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。

なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗

号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記

載している技術を使用していること。 

 また、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するもの

とする。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」
記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、

この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、上記１の使用機器を用い

てデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録

してもよい。

小黒板情報の電子的記入を行う項目は、新潟県土木工事標準仕様書その２ 写真管理基準

（案）「２－２撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使

用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
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３．小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、新潟県土木工事標準仕

様書その２ 写真管理基準（案）及び デジタル写真管理情報基準（案）に準ずるが、上記２

に示す小黒板情報の電子的記入については、新潟県土木工事標準仕様書その２ 写真管理基

準（案）「２－５写真の編集等」及び デジタル写真管理情報基準（案）「6.写真編集等」で

規定されている写真編集には該当しない。

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、上記２に示す小黒板情報の電子

的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督員

へ納品するものとする。

なお納品時に、受注者は URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）の

チェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）

を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化

写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。

なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。
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